
 
 

会 議 録 
 
 

令 和 元 年 

第 ３ 回 定 例 会 
 

 

会期：令和元年９月 ３日 

   令和元年９月２４日 

（２２日間） 

 

 

 

小 海 町 議 会 

















































































































































































































 104 

いい車に乗っていて、とても税金が払えないというふうに思えないというよ

うな方が何人ぐらい認識として持っていたのか、この点を伺いたいと思いま

す。 

総務課長 私ももう10年以上前のことですから、はっきりとは覚えてはおりませんが、

滞納整理をして戸別訪問する中では、何人かはそういったことを見受けられ

たという説明をしたつもりなんですが、端からそういうことだったというわ

けではございません。それから、問題発言と言われれば問題発言だったかも

しれないですが、自己申告というか、申告はいろいろな経費の見方がござい

ますけれども、それをどういうふうに認めるか、認めないかで変わってくる

と思うんですけれども、例えば我々はゴルフをしても経費にはなりませんけ

れども、中にはゴルフをしても経費になる方もおいでになるということも、

何かうわさでは聞いたことがあるような気がするんですけれども、そういっ

た部分では、申告ということでありますから、私の認識が誤っていたら、訂

正しておわびしますけれども、そういううわさを聞いたことがありますの

で、ついそういう発言が出てしまったということでご理解をいただきたいと

思います。 

10番議員 誤っていれば云々という問題でなくて、もう少し納税申告制度というものを

しっかりと研究していただいて、行政の事務方のトップということであれ

ば、もう少し責任のある発言を私は要求して、議論はこれ以上やりますとそ

れてしまいますので、進みたいと思いますけれども、町長に伺いたいんです

けれども、町でつくっていただいた資料を見ると、どう考えても生活困窮と

いうんですか、不真面目と思える方もあるかもしれませんけれども、多くの

部分でやっぱり生活に大変な実態がここにあらわれているというふうに私

は思います。そして、町長、先ほど私言いましたけれども、町長の公約であ

る町を元気にするという点からすれば、私はこうした滞納されている皆さ

ん、もちろん一生懸命勤めたり、商売もやったりして、もっとよくしようと

いう皆さんも、決して余裕で納税されているというふうに私は言いませんけ

れども、こういった皆さんにも元気になってもらうと、それからこういう税

金を滞納されていると、こういう皆さんにも元気になってもらうことが、や

はり元気なまちづくりというふうに私は思うんですけれども、町長の認識を

伺いたいと思います。 

町  長 私も数年前まで、民間人として、そして社長として事業をやらせていただい

たというときに、ことしは非常に内容も濃く、いい経営ができたなというと、

私の以前の会社は6月が締めで、8月31日までに税金を払うわけですが、ほぼ
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あらかたの利益は税金に消えていったというのが1つの結果であります。し

かし、私は、納税は国民の義務でありますので、それを誇りに思っておりま

した。高い、安いは会計事務所が、会計士さんがやっていただいて、会社の

方針を出すということでした。したがって、この課税の内容につきましては、

これが正当でないという話になれば、これはもう議論にならないわけです

が、ぜひ所得の中でできるだけ税金を払っていただきたいと。それは、先ほ

ど申したとおり、この日本の国に生きていく限りには義務だと私は思ってお

ります。井出議員のおっしゃる、低所得者の中に納税されない皆さんが多い

のはちょっと不公平みたいな部分も聞こえますけれども、やはり税額を決め

るということは、これは全て平等の立場で行っていると私は認識しておりま

すので、ぜひ何とか頑張って納税をしていただいて、さらに元気になると。

私も数千万の納税を何年か続けるときにはですね、一時はちょっとへこむわ

けですが、それが誇りであるという自覚を持ってやっていた覚えがありま

す。そういった気持ちでやっていただければ、必ずや元気になっていただけ

るのではないかというふうに思っています。 

10番議員 私は、その申告の仕方が云々とかね、そういうことをいろいろ言っているつ

もりはなくて、町長、最後に言われましたように、やっぱり税金を滞納され

ている皆さん、こういった皆さんにもぜひ元気になっていただいて、それで

納税もやっていただくというふうなことが、私は滞納整理の一番の狙いだと

いうふうにあると思いますし、また、そういう方向でなければ私はまずいと

いうふうに思うんですよ。そういう意味で、ちょっと紹介をしたいんですけ

れども、町長、覚えておられるでしょうかね。去年、町長は初めて町長にな

りまして、最初の6月議会で私、町長に一般質問したわけでありますけれど

も、地方自治体の役割は住民福祉の向上だということで、地方自治法の第1

条に書いてあるということを言ったんですけれども、実は私よりもっと上手

に、わかりやすく話をしてくれる人が見つかりましたので、ちょっと紹介し

たいんですけれども、滋賀県の野洲市、琵琶湖の東のちょっと上のほうに、

これ人口が5万人ぐらいな市なんですけれども、実はこの市長さんが8月30

日に松本市へ行きまして、野洲市の滞納整理、こういったまちづくりに対す

る講演をしていただいたということで、そういった情報もいただきましたの

で、私も若干調べなから今、紹介するわけでありますけれども、この方はま

ちづくりの役割というのは、伸びようとする市民や企業への成長支援、それ

から困難な状況にある市民や企業への自立支援だと、これがまちづくりの原

点であり、そしてしっかりとしたルールをつくる、秩序と安全を守ることだ、
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それには透明性と公平だと。そういうことによって、元気と安心を伸ばすま

ちづくりができるというふうに言われております。それで、きょうの話であ

りますけれども、例えば先ほども話しありましたけれども、滞納というのは

国保税だとか保育料、小海は学校給食費はないようでありますけれども、こ

ういったのが重複して多重になっていると。困窮する市民に差し押さえなど

の滞納整理をすれば、市民生活を破壊する。生活支援と納税支援を一体化し

た支援が必要だと。この市は1年と4カ月ぐらいかけて、債権管理条例と、そ

ういうのをつくったんです。職場の中で今の滞納をどうするかと、どういう

問題があるかと、こういうことを役場の中でもいろいろ議論をし、進めてき

たということで、債権管理条例の基本的な考え方というのは、滞納整理によ

る一段の窮地に追い詰めない、それから生活困窮シグナルとして受けとめ、

支援をすると。滞納している人は生活が大変だと、商売やっている人も滞納

している人は大変なんだと、こういう認識でもって行政が支援をすると。そ

れから、3点目として債権の一元化、滞納者の負担を軽減すると。要するに、

いろいろな税金があって、いろいろな役場の人が次から次へと行けば、滞納

者には過大な負担になると。だから、そういった意味では、一元化をして、

それで生活支援、営業支援を含めながらやっていると、こういう債権の管理

条例というのをつくられたわけです。それで、その後、野洲市でくらしを支

え合う条例というのをその後つくったんです。これは、まず市役所の相談だ

とか支援機能はまちづくりのエンジン役だと、市民からの信頼を高めること

でその機能が高まると。要するに、町民から見て、役場の職員が信頼される

ような人間にならなかったら、腹の割った相談もないし、腹の割った解決策

も見出していけないと、こういうことを基本にして、さまざまな支援相談を

やっているということなんです。だから、私、先ほど基本的に職員の皆さん、

小海の職員の皆さんも頑張っているんですけれども、納税の催促というか、

納税の方法とか、そういう相談には行っているけれども、一人一人の方にど

ういう困難な問題があって、どうやったら元気になれるかと、こういう部分

をやっぱり相談していくような滞納整理にしていくという、そういう考え方

をやってきたと言うんですよ。ぜひいろいろ調べていきながら、町でも研究

してもらいたいんですけれども、問題は、やはり先ほども言いましたけれど

も、小海町を元気にするというのには、町民の皆さんが元気になってもらわ

なきゃだめだと。それで、滞納されてない方、元気で頑張っている方はもち

ろん元気になってもらうわけですけれども、滞納されたりしている方には、

病気があったり、離婚があったり、どうしようもなかったり、さまざまな事
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情があるわけです。ですから、やっぱり監査委員も報告しているように、一

人一人の皆さんの実情を深くつかみながら、行政が信頼をされるような対応

しながら、その人たちの生活レベルを持ち上げていくと。そして、そういう

ことのできるしっかりとしたルールをつくるというような、こういう提言だ

と私は思うんですよ。ぜひ、町長もこういった点でのご研究をしていただき

ながら、悪くいえば借金取りみたいな税の滞納整理でなくて、住民生活のレ

ベルを上げていくというような、そういう方向性を大いに研究してもらえな

いかというのが私のお願いなんですけれども。 

町  長 井出議員、まさにすばらしいご提案であると思います。私も思うんですけれ

ども、納税をしたいという気持ちを持っていただくということは大変大切な

ことだと思いますし、またそれが一番近道だというふうに、今聞いていて感

じました。それと、ここにあるニヒャク、足すと30ぐらいになるんですかね。

この皆さん一人一人という話なんですけれども、やはりその中身をよく精査

しないと、どうしても払いたくないという信念を持っている方も中にはおい

でで、そうでない、やっぱり払いたいんだけれどもこうであるというような

お考え、それから内容であることについては、町は十分に相談に乗らなきゃ

いけないというふうに思っております。いい方法ではないかというふうに私

は思っております。 

10番議員 先ほどね、職員資源の無駄なようなことはやめよう。ない人のところへ税金

払えなんて行ったって、そんなことは無駄。それより、貴重な職員の皆さん

にはもっと相談に乗って、その人が税金払えるようなそういうレベルに上げ

るとか、相談とかそういう仕事をやってもらったほうがいいというんです

よ。だから、行ってもらわないようなところへあんまり力を最初は入れない

で、それよりはやはり信頼を持って、しっかりとした生活相談体制などをつ

くると、市役所の中に生活相談支援課というのがあるんですよ、野洲。それ

で、野洲ワークというのがあるんです。市役所の中に職安をつくっちゃった

んです。それでもって、やはりこの人にはこういう仕事とか、あの人にはこ

ういう仕事とか、支援だって役場の職員だけじゃないです。庁外の皆さんで、

各界のベテランのそういった皆さんにも一緒になって対応してもらうよう

な、そういう体制づくりもして進めているというのが野洲市だそうです。債

権適正管理検討プロジェクトチームというのをつくって、1年4カ月しっかり

とやはり議論したというんです。それで、さきの債権管理条例、いろいろ法

律的に、プライバシーの問題とか、町税だけだらいいけれども、それ以外の

問題だっていろいろあるわけですよ、市民の皆さんにすれば。だから、そう
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いったことや何かだって、各方面のプロの意見を聞きながら、こういう国の

法律にはない条例を制定したと。それで、先ほど言いましたように、くらし

支えあいのまちづくりの条例もつくったということで、ぜひ町長、まだ任期

始まったばかりでありますし、町民の元気をつくり上げていくという点から

すれば、ちょっとじっくりとした検討する、こういったプロジェクトチーム

をつくりながら、何とか滞納整理の方向性、そういったものを考えていって

もらえないかということを改めてお願いしたいと思います。 

町  長 今、井出議員のおっしゃるとおり、滞納者はやはり自分が不幸だと思ってい

ると思います。それを幸せになっていただくには、やはり納税していただく

というものが基本になりますが、その方法として、今、井出議員のおっしゃ

ったものも大変いい方法だと思います。それから、やはり絶対的なものなん

ですよね、税金というものは。私、そう思います。国や町をつかさどるには

不可欠なものであるという認識のもとでやっております。したがって、納税

の意思を高めるべく、先ほど総務課長が言いました、足をかけてわっと来る

ようなことはしないという、それはもちろん基本なんですけれども、やはり

生活を尊重しつつ、さらに納税していただくという方法を模索していきたい

と思います。ただし、職員も滞納のところに足を運ぶということは、1つの

これは仕事であり、我々の義務でもあろうかと思います。その方法ですね、

それについてはまた参考にさせていただきたいと思います。 

10番議員 滞納されているときは、町長言われているとおり、町民の暮らしを支える財

源であり、それから全ての町民に還元される財源ですよね。ですから、そう

いった意味では、滞納をなくしていくということは非常に大事な話である

し、町民のもちろん義務であると。しかし、さまざまな事情の中で税金を納

められないでいるというような方のほうが、私はこの所得から見た実態の中

でも明らかだと思うんです。ですから、やはりそういった皆さんに対する生

活支援といいますか、営業支援といいますか、仕事づくりといいますか、そ

ういったものを体系的に受け入れられる、そういった部署というのをしっか

りと私は研究していく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

それでは、続きまして、2番の野良猫対策についてということで、その後の

対応はという通告をしてございますけれども、それまで、ぐーっと何回か、

私は野良猫対策ということで議論をしてきましたけれども、実際に不妊手術

や去勢手術などをやっている市や町、村を見たときに、実は飼い猫対策なん

だと。飼い猫対策として、幾つかの市町村では補助をやっているというよう

な議論を6月議会にさせてもらいまして、町民課長もいろいろ、実際にそう
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いうことをやっている部分はどういうのがあるかというようなことを調べ

ていただいたというような答弁がされており、町長は、「今度は不妊・去勢

というようなものは野良ちゃんよりは簡単にできるんじゃないかというふ

うな方向になるかと思いますので、係のほうとまた研究して、予算がどの程

度、どうやればというような形になろうかということで、私はそういう認識

でおる」という答弁をされているんですけれども、その後の取り組み、方向

性を伺いたいと思います。 

町民課長 猫の対策につきまして、10番議員おっしゃいましたとおり、6月定例会にお

きまして、猫の不妊・去勢手術の費用に関して助成金の創設を検討していき

たいという答弁をさせていただいております。実際、既にやっている市町村

の状況とかも調べまして、その後あるいは今後の対応といたしましては、新

年度の当初予算に向けまして、助成事業を計上してまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

10番議員 私、この野良猫対策で何回かやらせていただきまして、それを見た、議会だ

よりを見た方が、役場のほうへ私も封筒に書いて出したんだよという方もお

りまして、その方は、自分の家の車庫に、ご近所の猫が段ボールの中に子供

を産んで、知らねえでいて、何の気なしにシャッターあけたら、中から親猫

とが飛び出してきたと。それがその後、親猫が子猫をくわえてどこかへ行っ

たという話をされているんです。それで、よく聞いたら、やっぱり近所の誰々

さんの家で、猫がうんといっぱいいるんだというような話をその方はされて

いました。それで、困ることは、やはりそういう猫がやたらふえることと同

時に、畑なんかでかんましてあると、そこにいろいろね、生き物ですから、

それなりのものを置いていってくれるというようなことでも苦しんでおり

ました。ですから、私は早急に、やはり対策を練っていただくということで、

課長、今、新年度からというような話もされましたけれども、私は、できれ

ば、例えばよそでやっているような5,000円とか3,000円とか、そういう形で

の補助になるのか、あるいはどういうふうになるのかわかりませんけれど

も、新年度を待たずに、早急にということが私は求められているというふう

に思うんですよ。それは、この質問を始めた最初のころに言いましたけれど

も、メスが1匹3年間で2,000匹になると。年に何回かお産をしてふえるとい

う意味からすれば、私は緊急性といいますか、そういった部分というのは早

くやっていただきたいというふうに思うんです。それで、ただ単に早くとい

うことでなくて、住民の皆さんに知っていただくという点からしましても、

新年度ではそれよりぐっと先になりますし、もう少し早く、何とか努力して、
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条例などをしっかりとつくっていただいてやっていただければ、12月議会か

らでも間に合わないわけではないと私は思うんです。そうすることによっ

て、住民の皆さんへの周知も半年近く早くなるんではないかというふうに私

は思うんですよ。そういった意味からすれば、ぜひ新年度ということでなく、

準備をしていくということは不可能かどうかという点を含めて、町長にお考

えを伺っておきたいと思います。 

町  長 井出議員の何度かにわたる意見、それから調査等々、ありがとうございます。

2,000匹の話も聞いたわけですが、そういうふうになっていけば大変ですの

で、できる限り急いでこれを進めていきたいと思います。 

10番議員 ぜひ、そういった方向で努力していただきたいと思います。それで、しつこ

いようですけれども、先ほどの滋賀県の野洲市長の話をちょっと改めてさせ

ていただきたいと思うんですけれども、まちづくりの役割は、伸びようとす

る市民や企業への成長支援、それから困難な状況にある市民や企業への自立

支援、そして秩序と安全を守ることだと。「透明、公平・公正を基本として、

市民の皆さんとともにその実現に取り組む」と言いながら、実はこの後です

けれども、「透明性の確保は、チェック機能が働くことに加え、市民の信頼

感の高まり、さらには市民や職員からのさまざまな提案がされることによる

革新と創造性の向上など、多様な効果がある」と、こういうふうに言ってお

られるんです。ぜひ住民福祉の向上と、私は大ざっぱなような物の言い方を

しましたけれども、町民目線で、一人一人の町民の要望にしっかりと応えて

いく、そのためにしっかりとしたルールをつくり、透明性を持って運営して

いくと。私は、やはりこういった部分を改めて行政の皆さんにお願いし、私

もそういった方向でさらに努力をしていきたいということ申し上げまして、

一般質問を終わりたいと思います。 

議  長 以上で10番 井出薫議員の質問を終わります。 

ここで2時5分まで休憩といたします。        （ときに13時52分） 

第２番 渡辺 均 議員 

議  長 再開いたします。                 （ときに14時05分） 

次に、第2番 渡辺均議員の質問を許します。渡辺均君。 

なお、お手元に資料がございますが、全員協議会等で出されてある資料です

ので、これを許可してあります。 

２番議員 第2番 渡辺均でございます。通告に従いまして、これから一般質問をさせて
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いただきます。 

今回は、私自身が発表している「アスのコウミをヒラく会」、通称タクミ会

と呼んでおりますが、この広報紙に対して、町広報のあり方、それに関する

行政の事務取り扱いについて幾つかの疑問を感じましたので、そのことにつ

いて質問させていただきます。今、議長からも紹介ありましたが、お手元に

3つの資料を用意しました。資料1は、役場からのお知らせ160号、8ページの

コピー。資料2は、1の記事の取り扱いに関する公開質問と町の回答。3番目

は、この問題について全員協議会が開かれまして、協議会の席上でまとめら

れた3項目の要望事項でございます。公開質問を行った理由として、広報の

扱われ方がゆがめられているのではないか、私は実感いたしまして、この質

問で取り上げさせていただきました。 

資料1は、私の議員活動に対する行政の不当な干渉であり、圧力でもあり、

公平・公正、中立と、こういった法令遵守、こういった行政の適正な運営に

ほころびが出ていると感じたからでございます。まずは、広報のゆがみの何

点かをご指摘させていただきます。初めに、「わたなべ通信という印刷物が」

という書き出しで資料1は始まっておりますが、わたなべ通信は得体の知れ

ない、何かしらいかがわしいものであるという印象が、この書き出し方では

印象が与えられてしまいます。政党の広報紙に対する不適切な表現で書き始

められている、このことを非常に私は問題だと思っております。続いて、謝

った内容等があり、正しい内容を知らせるようにと記し、本来見解の違いと

考えるべき問題を、誤っていると決めつけています。さらに、再三の要請に

応えず改善されないと断言し、おわびと訂正を載せている私の姿勢を否定

し、渡辺は不誠実であるといった印象を与えております。こういった私に対

するいささか誹謗中傷にも感じられるようなことについて、問題として取り

上げさせていただくわけですが、まず第1に、一議員の意見、見解を広報と

いう公の紙面で取り上げることは、果たして適正なことなのかどうか、これ

を担った総務課長の意見をお聞かせください。 

総務課長 そもそもですね、この個人の問題について、今、渡辺議員さん、「私の」と

いうふうに言いましたけれども、一般質問のあるべき姿というのがちょっと

違うんじゃないかなと。町の広報の出し方だとか、そういったことに関して

いろいろと議論するんであればあれなんですが、私の問題、これを一般質問

でやることが私はいかがなものかなというふうに思いますが、そのあたりの

しょっぱなの出方はこれでいいんでしょうか。 

議  長 ちょっと待ってください。一般質問は、議員が執行部に対する質問であって、
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執行部のほうから議員に対してこれはどうかと言うのは、一般質問の趣旨と

外れていると思うけれども、その質問は通常はできないって解釈するのが議

会のならわしだと思いますが。だから、質問者の質問に対して答えていただ

きたいと思います。 

総務課長 大変失礼いたしました。先ほどの「わたなべ通信という印刷物が」、何か得

体の知れないというような書き出しだと、これについてはそれこそ解釈の差

がありまして、私はそういうつもりで、この文書は私がつくったんですが、

そういうつもりで書いた思いはございません。「わたなべ通信」という議会

報告が印刷物として出回っているということを率直に述べたものでござい

ます。それから、間違っているという書き方、これは渡辺議員さんおっしゃ

いますとおり、解釈の差でありまして、私はそういうふうに捉えました。で

きる限り現実に近いものを町民の皆さんにはお知らせしたいという思いで、

こういう文書になったかと思います。9億円借金を抱えている、これについ

ては数字は確かなものです。しかし、交付税で見てくれる分もありますので、

実際にはそういう形にはなっていないということを町民の皆さんにわかっ

ていただきたいということで書いたものでございます。 

２番議員 質問は、一議員の見解を広報で取り上げることをどう思うかと聞いているん

です。それにお答えください。 

総務課長 この件につきましては、議会でも全員協議会でそういったことをやりまし

て、それについては役場というか、執行部のやり方は間違っているというふ

うに議会のほうからはご指摘がありました。それで、この資料でも出されて

いるとおり、8月8日付で要望ということで、3つの点についてご指摘をいた

だいて、やめるべきだということでいただきました。それは真摯に受けとめ

て、今後はやりませんということで、1つの区切りがついた問題だというふ

うに私は解釈しておりますが。 

２番議員 間違っていたという回答で認識させていただいてよろしいわけですね、いか

がですか。 

総務課長 私の気持ちの中には半々でございますけれども、議会の総意として間違って

いるというふうに言われましたので、それについては真摯に受けとめるとい

うことでございます。 

２番議員 今、間違っているということを認めていただきましたので、これ以上余り深

掘りはするつもりありませんが、少なくとも言いたいことの幾つかは申し上

げておきます。1つは、私は誤りについては訂正記事を書いておりますが、

町側は改善されないと、この文章で掲載しております。この点を1点、是正
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していただきたい。私は、過ちは改めておりますので、それをご確認くださ

い。それから、「正しい情報」が云々かんぬんという記事がありますけれど

も、今、まさしく町は間違っていると申されました。私は、例えば広報に書

くのであれば、町としては健全な財政運営をしていると考えているが、赤字

財政ではないかと考えている議員もいると、こういうふうに併記すれば何も

問題がないわけです。そこ、思考の不足した点が非常に大きな問題なんだ。

しかも、この間、何回か、私の意見に対して修正を求めてきました。これは、

ある意味で言論の自由を妨げ、議員活動を妨げる不法行為であり、総務課と

しての職権濫用の懸念もあります。さらに、それを広報で報じたこと、これ

が致命傷でございます。広報のあるべき基準を逸脱し、明らかにこれは大き

な過失ではないかと思っておるわけです。まして、私の政治団体に対して、

特定の政治活動に対して行政が広報で、公権力を用いてこれを行政指導する

という行為について、改めて私は、もろもろについて反省の余地はないもの

か、ご意見をお伺いさせてください。 

副 町 長 私のほうから、ちょっと感じたというか、改善されていないということなん

ですけれども、当然、1回出して誤りがあれば、次の号で改善するというこ

とは当たり前のことでございまして、そのようなことを言っているわけじゃ

なくて、改善されないというのは、前々から、一番最初に出すやつをもうち

ょっとしっかり、訂正がないように確認して出していただけませんかという

ことをずうっと前々から言っていて、それが改善されてきてないということ

を申し上げているということで、よろしくお願いします。 

２番議員 その辺も見解の違いがありますが、時間の関係もありますので先にいきま

す。私は、少なからず、公民館報、町からのたよりということで、わたなべ

通信が信用を損なわれたということで、ある面、おわびと訂正の形で、名誉

回復の紙面を用意していただきたいと思いますが、いかがでございましょ

う。 

町  長 渡辺さんとは、私は町長になってからずっとこの件についてもお話をしたと

思います。それから、わたなべ通信に対しての私、あるいは三役の意見も言

わせてもらった経過があります。そして、この請求のどうの、何がどうのと

いうものも町長室でお話をした経緯があると存じます。そういう中で、議員

さんと私どもの信頼関係を構築していくという部分では、やはり曖昧のこと

はいけないわけですが、お互いに信じ合うという部分について、わたなべ通

信の中でお書きになっている部分が非常に私どもの誠意といいますか、やる

気というものをそぐような部分が見受けられたので、ぜひこうしていただき



 114 

たいということは再三にわたって申し上げました。そして、8月8日、全員協

議会があり、そして議長さん、副議長さんが町長室へおいでになって、この

3つの要望についてを渡されました。私が直接渡されました。そして、これ

を読んだときに、これは先ほど総務課長が言うように、真摯に捉えていきた

いという形であります。したがって、これ以上、渡辺さんについては、ここ

に書いてあるとおりですので、そんなふうに続けさせてもらいたいと思いま

す。また、議会で決まって私どもへの要請でございますので、何かありまし

たら議会のほうへ言っていただいて、私が返事をする、この形をとっていた

だければというふうに思います。それから、やはり事実であれば何書いても

いいかという部分については、やはり一緒に町を形成している我々なんです

から、事前の話とか、それからこういうふうに載せるよとかいう部分は、多

少お話があってもいいんじゃないですかね。そうしないことには、我々の信

頼はいつになっても構築されないと思います。みんな一生懸命なんですよ。 

２番議員 今の町長のお言葉は、私にとっても大変助けになるお言葉でございます。も

とより町のためにという一念で私はやっておりますので、そこが共有できれ

ば、これからどんどん町のために推進していきたいと思っております。その

上でですね、やはり過ちはきちっと訂正していただきたいということで、今、

町長も少し触れましたけれども、料金請求の問題、この事実関係の流れをき

ちんと整理しておきたいと思います。私、町長室で町長から、「渡辺、この

おまえの文章、事実かもしれないけど、本当に町のためになるのか」と、ひ

ょっとして間違った情報を与えて、行政の推進力を阻害するような危険があ

るんじゃないかいうようなことを町長からも聞かされたように、言葉がその

とおりかとは別個として、そういう趣旨のことを町長から聞かされましたけ

れども、そのことについては、町長、ご記憶でございますか。 

町  長 はい。私の申し上げたかったのは、数字を羅列することによって、町民の皆

さんに不安感を与える、あるいは町は何やっているんだというような形のも

のが起こりかねない。2町4村の中での部分を比べたものとか、それから今、

冒頭で出ました9億円の借金とかいう部分については、あす々小海町が、我々

が町民の皆様に大変な迷惑をかけるとか、それから行き詰まってしまうとか

ということではありません。渡辺さんの文章を読むと、困っちゃったなとい

うような部分にとれる部分もございますので、ぜひね、その辺の町民に対す

る不安をあおらないようにということをお願いしたのが1つと。それから、

そういったものを全て含めた中で、わたなべ通信の渡辺さんがそうやってや

ってくれることが本当に町のためになるんでしょうかということを私は聞
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いたつもりで、まだご返答いただいていませんけれども、これはそれを言う

ところじゃないので、再三にわたってそのことは私は言いました。 

２番議員 もとより、先ほども申し上げましたけれども、私なりに町のためになると思

ってやっていることでございますから、返事をいただいていないというご質

問は的が外れているかなと思います。町のためにやっているんでございま

す。財政が安定しているか、不安定かというのは、事実を開示して、こうい

う考え方もあるけれども、こういう考え方もあると、町民の皆さんいかがで

すかということを提示するのが本来の姿で、判断するのは町民の方が判断す

ればいいわけ。今回、そのことは特に言ってないんです。私は、8,960円と

いう料金請求、これがどういった根拠でなされたのか、そこがわからないん

です。総務課長にお聞きしますけれども、どういった根拠でこの請求を起こ

されたんですか、ご回答お願いします。 

総務課長 渡辺さんも覚えがあると思うんですけれども、町長、副町長、私、それから

渡辺議員さん、4人で町長室でこの件についてお話をさせていただきました。

その折に、この渡辺議員さんの書いた記事については、やはり早く訂正を載

せていただいて、要するに町民の皆さんに余計な不安を与えない、そういっ

たことで早く対処していただきたいというふうに申し入れを行って、もし渡

辺議員さんのほうで出さないのであれば、こちらで広報を使って、それにつ

いての反論を載せて、その費用については渡辺さんに請求をさせていただき

ますというお話を申し上げたかと思います。そのときに渡辺議員さんのほう

も、特にそれについて私は払わないよとか、そういう否定はなさらなかった

と。ですから、実際にこういう形になったもんで、載せさせていただいたと

いうことでございます。 

２番議員 少なからず協議した事実は認めますけれども、そこで私が、今言ったような

総務課長の取り扱いを是認したことは一言も言っておりません。私はそれに

ついて返事をしておりません。要は、協議してないんです。協議の中身は誓

約されていないんです。そのことだけは確認しておきます。それで、それで

は協議を行えば、もろもろ町民に対して町が何らかの名目で請求を起こすこ

とができるんでしょうか、そこの根拠を教えてくださいと言っているんで

す。 

総務課長 例えば、町の土地を個人に売るとか、個人から払い下げ申請があって売ると

いうようなこともありますけれども、町は昔からずっと原因者負担というこ

とを原則にしておりまして、原因があるほうが費用負担をするということを

ずっとやってきております。これは、原因者負担ということで、その場で契
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してございます。先ほど来申し上げているとおり、町長室で4名で協議をし

たときに、承知もしてないけれども否定もしてなかったですよね。だから、

我々はもうそれで渡辺さんが納得されたんだという理解でおりました。その

ときに、やはり渡辺議員さんも、では載せますというふうに言ったような気

がします。気がする、はっきりとは記憶にありませんけれども、私は毎回や

っているからやりますよと、じゃあ早くやってくださいという中で、いつに

なってもその訂正が出てこなかったから、やらせていただいたと。それから、

ついでにすいません、立ったついでで申しわけないんですが、例えばこの次

の号ですね。次の号で、課長たちが町長にそんたくしたかのような表現もあ

りました。そういったところがちょっとね、我々はどうかと思うんですが。 

２番議員 質問事項以外のほうに話を振らないでいただきたい。少なくても、全く請求

の根拠が不明確、そのことについて、印刷費というのは何で請求根拠なのか、

皆目理解ができない。言った、言わないの話になるから、時間も押してくる

ので、少なくても私はこの請求については、行政手続法にいささか逸脱して

いると思わざるを得ません。行政手続法にはですね、第12条で、処分の基準

は、できるだけ具体的に定め、公にしておくことと書いています。今回の請

求書発行の具体的な基準は、どこに、どのように公にされているのか。2点

目は、13条では、聴聞、弁明、意見陳述の手続をとりとありますが、こうい

う機会を1回でもとったことがあるのか、協議以外、一切私への交渉はあり

ませんでした。14条では、「不利益処分の理由を示さなければならない」と。

具体的に、町民の不安をあおったということが不利益になるのかどうか。町

が言えばそれが事実なのか。決して不安に思っている町民だけではない、そ

ういった行政手続法を全く何も履修していないにもかかわらず、請求書を発

行しているんです。これは、公務員法で規定した、公務員は、条例や規則に

のっとって行動するという規定に真っ向から抵触している問題で、しかもこ

のことを総務課長みずからが犯しているんです。総務課長というのは、町職

員の違法行為を是正したり、そういった立ち位置にあるセクションで、みず

からがこういう違法な行為を行っていると、このことを私は問題にしたいん

です。そのことについて、総務課長、どう考えますか。 

総務課長 私たちは、真摯に行政に対して取り組んでいて、町民に対してもありのまま

の説明をしたいということでやっております。それをですね、こういった形

で取り組んでいることが、実際町長のところにも、このやつが出たとき、そ

れから次の号が出たとき、町民の皆さんから「町長、何やってるだ」という

電話がかなりあったようでございます。それだけやはり出すものについて
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は、町民に対して影響があると。その影響がある中で、見方によれば正しく

ない情報を載せられるということは、我々行政マンにとっては納得のいかな

い部分ございます。それから、法令違反、法令違反と渡辺さんおっしゃって

おります。法令違反になるのかどうなのか、専門家のご意見もいただきなが

ら対処していきたいと。もしあれでしたら提訴していただいても結構です

し、誰が法令違反なのかということがはっきりするような形でやっていただ

ければというふうに思います。 

２番議員 私は今、行政手続法の3つの条項について、これを履行しましたかと聞いた

んです。したのか、しなかったのか、確認してください。 

総務課長 再三申し上げているんですが、とにかく4人で話をしたときが話の発端であ

りまして、それに沿ってやらせていただいているということです。 

２番議員 答えになっていないんです、はっきり言って。やったのか、やらないのか、

12条、13条、14条を履行したのかどうか、そのことをお答えください。 

総務課長 先ほどから申し上げていますとおり、4人でお話をさせていただいて、渡辺

議員さんが訂正文を出していただけないのであれば、こちらで訂正文を出し

て、それにかかった費用については、もしやった場合には請求をいたします

という話をさせていただいたときに、肯定もありませんでしたが、否定もさ

れなかったというふうに考えております。当然、否定をされなかったのであ

れば了解を得たものだということでやっておりますから、それが手続であっ

たということでございます。 

２番議員 言い張るだけ言い張るという形でしか捉えようがないんですけれども、私

は、実に行政みずからが、法廷でやるんならやればどうぞというような回答

に対して、非常に腹立たしい思いを感じておるわけです。先ほど町長と真摯

に腹を割ってというような話があったと思いますけれども、そういうものに

対して全く水を差す答弁でしかない。ある面、私はこういったことがまかり

通ってきたのが今日に至っているんだというふうに感じて、次の質問にいた

しますけれども、総務課長、続けて質問しますけれども、こういった料金請

求というのは、過去にも何かやったことはあるんですか、そのことをお聞か

せください。 

総務課長 先ほども副町長申し上げたとおり、今回の件につきましては大変異例なこと

でございまして、過去にはこういったこともありませんし、請求したことも

ございません。 

２番議員 総務課長、今ないとおっしゃいましたけれども、1つの事実を示します。こ

としの4月2日、3日、4日に、私は町の公用車を借りたいと申し出しました。
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そのときに、わたなべ通信から八峰村の記事をカットすれば公用車を貸す

と、これはこれで大変大きな職権の濫用です。私の通信の記事をカットすれ

ば公用車を貸すと、これははっきり言って、大きな過失ですからね。あわせ

て、その約束を破ったら、レンタカー代を請求すると言われました。請求す

ると言っているんですよ、あんた。事実、請求をしているんです、僕に。誓

約書も用意していました。今、ないと言ったのはうそでしょう、いかがです

か。 

総務課長 そもそも論を申し上げますけれども、そもそも公用車というのは、私管理者

なんですけれども、公用車を公用以外に使ってはいけないということになっ

ております、条例上。それで、ただ、今回のケースについては、被災地支援

という特殊な事情があったということでありましたので、ただし、渡辺議員

さんの場合、自分の政治的な、要するにわたなべ通信のところに八峰村の記

事を載せていると。ということは、八峰村に関しては、ボランティアとかそ

ういったものではなくて、政治的組織のものではないかというふうに私はと

りました。ですから、公用車をどうしても使いたいのであれば、わたなべ通

信から八峰村を削ってくださいと申し上げました。それが約束できなければ

レンタカー代も請求しますと。請求しますとは言いましたけれども、請求は

しませんでした。 

２番議員 質問の趣旨が異なえております。少なくとも、八峰村は政治団体じゃありま

せん。申請したのは八峰村です。わたなべ通信、タクミの会が申請したので

あれば、公用車は貸し出し難しいんでしょうけれども、少なくとも八峰村は

過去8年間、公用車を借りて支援を続けてきた活動でございます。それはそ

れでこっちへ置いときまして、しかもレンタル料金代を課すと、これは料金

請求と一緒じゃないですか。それは、はっきり言って、町の条例や規則、そ

ういったことにしっかり明記されている問題なんですか、そこを教えてくだ

さい。 

総務課長 そもそも論の一番の基準のわたなべ通信と八峰村、これ切っても切り離せな

い関係にあるものをこっちへ置いといての議論は、私はだめだと思うんで

す。わたなべ通信に八峰村が載っているから、これは政治的な活動と、私は

そういう理解でおります。ボランティアだとは思っていません。ですから、

ボランティアで公用車をお使いになりたければ、わたなべ通信と八峰村は別

のものにしていただきたいというふうにお願いを申し上げた次第でござい

ます。 

２番議員 話を戻しますけれども、料金請求しないというところの話を今したんです。
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総務課長、料金、しないと言いながら、つい四、五カ月前に料金請求してい

るじゃないですか、この事実をどう見るのかと。請求書は発行しないけれど

も、要求したことは事実でしょう、それは認めないんですか、どうですか。 

総務課長 請求書を出していませんから。あとは言った、言わないの話になりますので、

2人だけしかわからないですから。 

２番議員 言った、言わないではなくて、ちゃんと私のメールに残っています。書いて

あるんです。それから、誓約書もあなたが私に提案、出しました。それも原

案持っていますよ。ですから、いいかげんな答弁しないでいただきたい。私

は、はっきり言って、この間のわたなべ通信で八峰村の記事をカットすれば

公用車は貸すなんていうことは、本来、総務課長としての職権の濫用以外の

何物でもないと、これは明らかに公務員法違反です。このことをしっかり問

わないで、これから元気な明るい町をつくろうなんていう、こんな浮ついた

言葉が信用できるわけないんです。まずは襟を正す、そこからスタートすべ

きだと私は考えております。 

今回の質問全体を総括して申し上げますけれども、この一連のわたなべ通信

の広報掲載をめぐっては、広報のあるべき姿をゆがめております。これは、

町長、町も認めたとおりでございます。明らかにかくかくしかじかという根

拠で渡辺に請求書を出したんですよという根拠もはっきり示さないと。言っ

て、否定しないからやっていいんだと、これはできれば会計管理課長にも聞

きたいことですけれども、こういうことが許されるのかどうか。ただ、時間

が押しているんで、後ほど確認させてください。こういう形で請求が、会計

管理者として許されるのかどうか、見解を後で聞きます。それから、議員の

声を聞きながら取り下げを考えますという公開質問状を書きながら、その手

続は一切履行していません。それで、全協の説明会でいきなり取り下げます

と言いました。もちろん、その間、私にも一言の説明もありません。あるい

は公用車の貸し出しに、わたなべ通信の記事の差しかえを求め、わたなべ通

信は私の政治活動の一つですけれども、八峰村は明らかに町の公認のボラン

ティア団体でございます。それを総務課長の一存で、それはボランティアじ

ゃないと今おっしゃられましたけれども、はっきり公民館活動の中でボラ連

にも入っているし、明確にボランティアとして活動をもう10年以上も続けて

いる団体です。そういった団体に対して、いきなり渡辺の政治活動の一環で

やっているというようなことは、いささか総務課長の弁としては言い過ぎで

あり、これは違法な行為にも該当します。はっきり申し上げまして、地方公

務員法30条では、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務への
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専念を義務として掲げ、職務上の義務規定に違反した場合、懲戒処分の対象

になると、このことをしっかり肝に銘じていただきたい。あわせて、32条で

は、公務員は、法令、条例の定めに従うこと。それから、行政手続法第3章

の不利益処分の第12条、13条、14条、全く履行されていませんけれども、こ

ういったことをやらないで、いきなり請求、不利益処分をしているんです。

これが公務員法違反でなくて何でありましょう。それから、こういった職員

の模範となるべき総務課長が、こういった態度で開き直って、8月8日に全て

議会で決着したことだと、全く私は理不尽で納得できない。さらに、出ると

ころに出ればいいでしょうというような発言は、さらに不可思議な言動でし

か思えない。このことについて、あと少し時間がありますから、総務課長、

どう考えるか、お答えください。 

総務課長 私はですね、八峰村の活動を否定したわけでもないし、八峰村はきちっとし

たボランティア団体だという認識は持っています。それはあれですよ、また

渡辺さん、間違えないでください。私は、八峰村はちゃんと認めています、

ボランティア団体として。やっていることも理解しています。ただ、わたな

べ通信に同じ、要するに代表者として渡辺均さんという名前が書いてあっ

て、政治団体の紙面とボランティアのものが一緒になっていて、私は、逆に

言えば売名行為じゃないかなという判断をしました。それで、ボランティア

団体であれば、要するに政治団体の文書とは一線を画してくださいというお

願いをしたわけです。私のお願いが間違っているかどうか、皆さんで議論し

ていただいても結構なんですけれども、私は間違ってないと思います。 

２番議員 今、個別の話をしましたけれども、僕はもう少し包括的な答弁を求めた、わ

かりませんかね。まあ、いいです。例えば、わたなべ通信には、この間も何

回か八峰村のことを書いております。副町長は、総務課長のころ、公用車を

借りて飯舘村に行って、その記事を書いております。副町長のときには許さ

れて、今回は許されないというその差はどこにあるのか、副町長、お答えい

ただけますか。 

副 町 長 私が総務課長のときに許可を。 

２番議員 はい。 

副 町 長 ちょっと前のことで記憶にないと言っちゃあれなんですけれども、いずれボ

ランティア活動でやっていて、八峰村さんですね。公用車を貸して、そのボ

ランティア活動を活発するということで許可したと思いますけれども。 

２番議員 その許可を受けて行ってきた、活動成果をわたなべ通信に書いております。

書いたことが、総務課長が言うように、政治行動、書いてはいけないことな
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のかという、私もしかるべき機関に問い合わせしましたら、何を書いても構

わんという回答を得ています。したがって、私はいささかもひるむことなく、

これからも書き続けたいというふうに思っております。それで、もうあと4

分しかありませんので、どういうふうな形でこの決着をつけたらいいのか、

よくわかりませんけれども、少なくても私は、この間の一連の私に対する、

あるいはわたなべ通信に関する取り扱いには公務員法に抵触する事実があ

り、行政手続法にも抵触する事実があったことだけは確かだと認識しており

ます。その件について、改めて総務課長に聞きますけれども、そういう認識

はないんですか、いかがですか。 

総務課長 見解の相違があると思います。 

２番議員 これだけ事実をお示ししても、見解の相違で課題、問題から避けるというこ

とについて、町長、改めてご意見を伺いたいと思いますが、いかがですか。 

町  長 今、渡辺さんが何条のどうのこうの、何がどうのこうのということにつきま

しては、私も今言われたばかりで、その中身については精査できてない状態

でございます。したがって、それに対しての答えはできないというのが今の

状況でございます。わかった部分で、しっかりお答えしたいと思います。そ

れから、少なくもですね、やっぱり総務課長にしろ各課長、それから我々は

この町のためにと思ってやっていることですので、ぜひご理解願いたい。そ

れと、まず渡辺さんのわたなべ通信、これは出して結構なんですが、数字等々

のいわゆる間違いは、ぜひ注意していただきたいというふうに思います。ま

あまあとは言っても、これは私の本当の気持ちですので、ぜひお願いいたし

ます。 

２番議員 数字等の間違いについては、改めて申すまでもなく、私はおわびと訂正して

おりますので、そこをご理解ください。あわせて、私は今回の一連の行為が、

はっきり言うと、公務員は法令、条例等に従ってもろもろの活動するという

条例に違反するし、違反した場合には懲戒処分の対象になるんだと、こうい

う地方公務員法の法律に従って、厳正な責任の所在、これを確認して、その

処遇を確認していただきたいと。それを議会に対してもしっかり説明をし

て、そのことを町民にも説明していただきたいと思います。あわせて、冒頭

で申しましたわたなべ通信を広報で取り上げたことは間違いであったとい

うことについては、同じ広報でその旨をしっかり開示していただきたいと、

そのことについては、町長、いかがですか。 

町  長 議会からの指摘とおりだと私は思っております。それを真摯に受けていきた

いと思います。ただし、渡辺さんは、小海の一番紳士の町会議員であります。
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誤報を出して、次改めればいいというもんじゃないです。そう思います。 

２番議員 「過ちて改めざる、これを過ちという」、私は常に謙虚に取り組んでまいり

ます。お互いに謙虚であれば、謙虚同士で話し合っていってもいいでしょう

と。しかしながら、総務課長は、俺はもうこれ以上言うことがないんで、法

廷なら法廷でというような答弁をされました。これ、謙虚なあり方なんでし

ょうか。私はもうはっきり、もう仕方ないなと、こういう態度で議会から町

に出した要望の3番目に慎重にと書いてある。そのことがまだ理解されてい

ないんじゃないかと思って、そのことを伝えて一般質問を終わります。 

議  長 以上で第2番 渡辺均議員の質問を終わります。 

ここで3時20分まで休憩といたします。       （ときに15時05分） 

第９番 的埜 美香子 議員 

議  長 再開いたします。                 （ときに15時20分） 

次に、第9番 的埜美香子議員の質問を許します。的埜美香子君。 

９番議員 第9番 的埜美香子です。通告に従いまして一般質問をいたします。 

早速1つ目の質問、町の交通政策についての質問をさせていただきます。町

の交通体系については、長年の課題であります。私が初めて議員になったと

きからだけでも、もう10年たちます。そのときにも、町営バスは大きなバス

で空気を運んでいるとか、昼間の運行が少ないから、出かけたはいいが、い

い時間に帰れないなど、そういった声が多く、町営バスの審議会でも、私も

参加しておりましたが、議論が始まり、デマンド交通の視察研修なども行い、

議会でも北杜市に視察に行ったり、研究が始まりました。そのときに私も、

御代田町が始めたタクシー利用助成制度を紹介し、担当の職員さんの皆さん

に研究を重ねていただき、タクシー利用助成事業が始まりました。その後は、

町営バスの土日運行の廃止路線などもあり、タクシー利用の拡充を進めなが

ら今に至ると思います。しかしながら、町の交通体系にはまだまだ多くの課

題があるということで、議会のほうでも京丹後市のほうに視察に行ったり、

研究課題の一つになっています。そういった中で、昨年、「町営路線バス等

運営審議会」を改めて「交通政策審議会」が設置されました。今、私の記憶

に残る特徴的だったことを思い出しながらお話ししたわけですが、この間の

町の交通体系の経緯と課題、審議会の見直し、変更の意義はどこにあったか

ということを改めてお聞きしたいと思います。お願いします。 

町民課長 お答え申し上げます。「町営路線バス等運営審議会」から「交通政策審議会」
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にかわったことの意義ということでご質問をいただいております。今、9番

議員さん申されたとおり、長い年月をかけての課題ということでございま

す。現在の町営路線バスの課題ということにつきましては、昼間の時間の利

用客が少ないこと、それから大型・中型・小型バスを利用して運行している

わけですけれども、それの小型化、あるいは合理化といったものをもう少し

進められないか、それから運転者の高齢化等が挙げられるかと思います。そ

うした中で、本年度平成31年度から、町営路線バス等運営審議会を改めまし

て、新たな審議会委員として町議会議員2名、町内の公共的団体の代表者の

方3名、町内の公共交通事業者2名、利用者4名、公募2名、計13名で審議会を

構成いたしまして、町営バスの運行も含めて、他の交通手段を利用しての交

通体系など、小海町における総合的な交通政策に関する重要事項を調査、審

議するため、交通政策審議会を立ち上げたということでございます。本年度、

今までに2回審議会を開催し、現状の課題について、新たな交通体系の案に

ついて審議していただいているという状況でございます。以上でございま

す。 

９番議員 ただいま課長が述べられた問題点、多々ある中で、これまでのバス等運営審

議会では、町全体の交通政策のあり方までは審議が難しいということで、今、

課長が述べられたように、総合的に新たな交通政策を審議する審議会ができ

たと私も認識をしておりました。私も新たにこの審議会に選出をされ、第1

回の審議会が5月23日にありました。ところが、私が思っていた審議会では

なく、審議委員の人数や構成メンバーも以前からのバス運営委員会のときと

大して変わりはなく、この審議会の条例案が昨年の12月に出されたときに

は、町営バスとは別で町の交通政策を専門的に部会を置いて話し合うと言っ

ていたと思いますが、そういったことがなかったので、1回目の審議会のと

きに部会を置くことができると条例にはありますが、これからどのように進

めていくのかをお聞きしたところ、場合によっては部会で話し合うこともあ

るというふうなお答えをいただいたと思います。そして、委員はこれ以上ふ

やさないのか、利用者の立場の方をぜひ委員に加えていただきたいというこ

とをお願いをしました。第2回の審議会が8月22日に行われましたが、委員も

ふえておらず、審議事項で新たな交通体系について、バスの運行変更と大

型・中型バスの昼間運行の見直しに伴い、小型のワゴン車の導入、そして運

行しなくなる地域のタクシーの利用助成事業の拡充の案が出されました。そ

して、1回目の審議会でも出されていましたが、運営形態を民間委託する案

が出され、こういった言い方もあれですけれども、大した審議がされないま
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まに了承されました。課題の洗い出しがもう少し必要ではないかと疑問も投

げかけましたが、余り意見が出ませんでした。こういった審議会のあり方や

進め方でいいのか、疑問に思いました。この審議会、このままこういった形

で進めていくのでしょうか、今後の考えをお聞かせください。 

町民課長 この審議会につきましては、今、議員さん申されたとおり、昨年度、審議会

条例ということでお認めをいただきまして、審議を進めているところでござ

います。この条例の中で、審議会の委員の数につきましては、どういった内

容で進んでくるのかがはっきりしていなかったことがありまして、緩みを持

たせまして、委員20人以内ということで組織を立ち上げてございます。審議

会条例の中で、今申されましたとおり部会ということで、部会を設けること

ができるということで条例をつくってございます。この部会につきまして

は、町営バスのみの審議会にはなりませんので、もしかしてこの町営バスの

部分でダイヤ改正等、年2回あるわけですので、それの審議のみで開く可能

性もあるかなということで、そうした場合、全員の方でなくて、関係者を集

めるということも想定した中で部会というものを想定して、条例にうたって

ございます。この委員20名以内とうたってありまして、現在は13名の委員さ

んを委嘱ということでありますけれども、審議会の今後の審議の展開によっ

て、新しく委員さんも委嘱できるような柔軟性を持たせたつもりでございま

す。2回の審議会におきまして、やはりバスを全てないものとして、新しい

交通体系という審議というのはなかなか難しい部分もありまして、バスも20

何年という長い歴史がございますし、実際に中型・小型バスを保有している

中で、それを全てないものとして次に進むことも難しく、大変進め方、進み

方が難しいかとは思っております。確かに、2回目の審議会におきましては、

委員さんからの活発な意見というわけにいかなかった部分もございました。

そういうこともございまして、審議会で審議を進めると同時に、また町の議

会議員の皆様のご意見もう伺わなければいけないという思いでありまして、

今定例会の全員協議会で同じ資料を提出させていただいて、また、議員の皆

様からのご意見も頂戴して、さらに審議会に持ち帰ってということで今後の

審議を進めてまいりたいという段階でございます。以上でございます。 

９番議員 ただいま町民課長のご説明で、審議委員の人数だとか、今のバス体系を基礎

として、ないものとするのは難しいということで、もちろん私もそういうふ

うに認識はしております。そして、この後、ことしはまたあと2回予定され

ているということも、審議会ね、あるということで、しかし、このままの形

で回数を重ねていくことが、先ほど町民課長のほうからも、ちょっと十分な
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議論ができるのかどうかということを私は心配をしております。小海町交通

政策審議会条例では、先ほど申されたように、第2条で「審議会は、委員20

人以内で組織」するとあります。前のバス等審議会条例で15人以内だったと

ころを、わざわざ5人をふやして20人以内としたのに、委員は13人しかおり

ません。これでは部会を設けることもできないんじゃないかというふうに私

は思っています。条例の中で、委員は、「町長が必要と認める者」とあり、

交通弱者を踏まえた中で決めていくというふうに説明を受けたと思います。

町長の考えもお聞かせください。 

町  長 小海町の町営バス、今までも大変小海のインフラの中では重要視され、そし

て活用していただいたと思います。しかし、昨今の事情を考えますと、もう

少し小型化、あるいは効率のいいことはできないかと、私も観光協会長を務

めていまして、12年間、そこに入らせていただいたわけなんですが、やはり

的埜議員おっしゃるとおり、民間人のときは歯がゆさを感じたわけなんです

けれども、まず今バスが存在しているのは、学生といいますか、生徒という

か、そういう皆さんのものは一番先になるかと思うんですけれども、あとの

問題につきましては、課のほうでも無駄のないよう、そして効率のいいよう

に、審議会の中で皆様のご意見を拝聴しながら進めていくということで、も

しこの2回がちょっと手薄であるということになれば、また皆さんと相談し

まして、慎重に人選をした中で、部会がきちっと開けるようなそういった人

選をしていきたいと思います。 

９番議員 効率のいい審議会になるようにということで、町長、今のお答えだったと思

います。今、町長もおっしゃられたように、町長ね、町長になる前は観光協

会長として、バスの運営審議会の委員をされていたので、これまでの経過だ

とか、今のタクシー利用助成制度が導入された、そういう経緯なども全部か

かわってきているので、よくわかっておられると思います。先ほど前段で申

し上げたとおり、タクシー利用助成制度も何年か研究を重ねてできた制度で

す。当時、隣町の佐久穂町のほうにもデマンドバスの視察もさせていただき

ました。この佐久穂町も今のデマンドバスのシステムができ上がるのに、佐

久町時代から検討が始まり、やはり視察に行ったり、合併後も研究を重ね、

今の「げんでる号」ができています。この「げんでる号」のモデルになった

福島県の小高町は、全国で初めてデマンドバスのシステムを導入した町なん

ですが、この小高町も専門委員会を設け、課題の整理、ニーズ調査、地域住

民の移動手段調べ等、また、試験運転も含めて、3年ほどかけて始まったよ

うです。できたばかりの審議会、1回目の審議会から民間委託を視野に入れ
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た話がされ、2回目の会議で民間委託の方向性が決定される。先ほども言い

ましたが、中身の議論が全くない中で、余りにも拙速な話だと思います。民

間委託がいい、悪いの問題ではなく、せっかく新しい審議会ができたのです

から、前のバスの審議会の延長ではなく、課題の整理からまず始めて、今後

の町の福祉サービスも含め、どのように発展させていくのか、そういった議

論にもっと時間をかけて重ねていくことが大事だと思うのですが、その辺は

いかがでしょうか。 

町民課長 おっしゃるとおりでございますが、これありきという形で進めていくという

つもりはないわけでございまして、十分また課題の洗い直し、それから民間

委託がいいのかどうなのか、それから現在の体制で、一番我々のほうで問題

視していますのは運転者の人材不足、高齢化といったものが目前にあるわけ

でございまして、そういったことも絡めながら、委託と申し上げましても、

ちゃんと受けてくれる方がおられるかどうかもこれからの話になりますの

で、拙速でない、十分な議論は重ねていくという覚悟でございます。以上で

す。 

９番議員 ありきで進めていくつもりはないということですので、ぜひじっくりと話し

合いを持てる協議会にしていっていただきたいと思います。あしたの全員協

議会の中でも話し合われる予定になっているということですので、ほかの議

員の方からの意見もぜひ聞いていただいて、もう少し丁寧に進めていただき

たいと思います。 

もう1点の質問ですが、タクシー利用助成事業のさらなる拡充をということ

で、審議会の中では昼間のバスの廃止路線の地区、杉尾、五箇、溝の原にタ

クシー利用助成事業の拡充として、現行購入限度枚数48枚から60枚にふやす

ということが提案されました。タクシー利用助成事業が平成24年から始ま

り、7年が経過する中で、多くの方が利用されるようになり、購入金額の見

直しや、購入限度枚数をふやしていただいたり、町内利用のみだったところ

を町外もオーケーにすることによって、便利になったと思います。しかし、

利用されている方の声を聞いてみますと、「枚数がまだ足りない」とか、「自

分の住んでいる地区は山手だから金額がかかってしまう」「タクシーのほう

が便利だけれどもちゅうちょしてしまう」「やっぱりバスのほうが安いか

ら」、そしてまた、「近くの人は300円で済むからいいよな」と言う方もいま

す。不平等感を持っておられる方がまだ結構いらっしゃるんです。助成制度

が始まって7年がたつ中で、利用状況がどのようになってきたか、地域別で

見るとどうか、今、私が挙げたような町民からの声は役場には届いているの
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か、お答えください。 

町民課長 タクシー利用助成事業につきまして、資料つづりの4ページに利用状況とい

うことで資料を載せさせていただいております。これは30年度のものでござ

いまして、表が2つあって、左側は地区別の利用状況ということで、地区別

に実際に購入された方の人数、町内全部で282名の方が購入をされておりま

す。実際に利用された枚数が、全部で6,458枚ということの地区別の利用の

表でございます。右側につきましては、1回1枚につき幾ら分で使われたかと

いうものをまとめたものでございます。300円の券1枚で、一番近いところで

は700円区分で6.9％使われておりまして、多いところでは880円が25％とか、

約1,000円のところで30％程度、1,200円のうち1,000円で利用されたという

のが30％といった数字になっておりまして、その下のほうにいきますと、町

外、それから医療センターとかもあると思うんですが、一番下で例えば1万

800円という区分は、これは9枚一遍に使ったというものでございまして、そ

れが4回そういう使われ方がされているといったふうに見ていただきたいと

思います。金額にしますと、合計で679万円ということです。タクシー利用

の販売枚数の変遷を見ますと、最初はやはり使い勝手もわからなかったと思

うんですが、26年の当時は約2,000枚、27年で3,000枚、28年度で4,400枚、

29年度になりまして6,000枚弱、30年度が6,500枚足らずということで、着実

にその浸透はしてきておりまして、枚数がふえてございます。現在、48枚が

上限の枚数でありますが、これを使い切った方というものを見てみたんです

が、48枚、上限枚数まで利用したケースの方が29名おられまして、パーセン

ト的には10％、1割の方が使い切っているという数字がございます。70才以

上の人口に対して、タクシー利用助成事業を利用した方は、全体で19.9％と

いうことなんで、2割の方がタクシー券を実際に利用しているというのが利

用者状況でございます。以上です。 

９番議員 ただいまの課長のお答えにもあるように、町民の中にこの制度は広く知ら

れ、だんだん2,000枚から今では6,000枚ということで、利用される方も2割

に迫っているということで、利用枚数もふえてきたことがわかると思いま

す。しかし、この表を見まして、利用状況ですね。左側の図の利用枚数から

実人数を割って平均を出しますと、やはり遠い地域の方の利用回数は近い方

の回数よりもかなり少ないことが、この表から見てとれると思います。地域

によっての不公平感、かなり出ていると思いますが、その辺の分析はどのよ

うにされているでしょうか。 

町民課長 細かな分析ということにはまだ至っていないのは事実でございます。今のと
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ころ、地区でここには回数と人数でございますけれども、地区ごとでご利用

の多いところというのをざっと見てみたんですけれども、一番多い集落の方

は笠原の方が多くて、実人数7人ということですけれども、70歳以上の方の

利用割合を見ますと、5割を超えている部分、あと多いところでは土村南町、

馬流の元町、清水町、やはりここら辺は近い方々が多くて、溝の原の方も70

歳以上の方は18名おられるんですけれども、そのうち6名使っておられます

ので、3分の1の方が利用されているという、今のところそのぐらいしかつか

んではおらないんですが、また、遠い方、近い方でどうという具体的なご意

見というのは、まだそれほどこちらに届いておりませんので、これからまた

声を聞いた中で検討してまいりたいと思っております。以上です。 

９番議員 ただいま課長、笠原と溝の原を出していただいたんですけれども、ここ確か

に人数もね、割合的にはすごく多くなっているんですが、この利用枚数から

実人数を割った平均から見ますと、ここはやっぱり1枚では済まないわけで、

回数からいくと近場の人よりは少なくなっているかなというふうに私は見

ました。もう一つ、このタクシー利用助成制度利用者がふえてきたとはいえ、

まだ使ったことがないという方の中には、役場へ購入しに来ることが困難な

方がいらっしゃるということです。例えば、移動図書館の際に買えるように

するとか、何かいい手だてはないでしょうか、お願いします。 

町民課長 今のところ、役場以外のところで販売ということはちょっと検討したことが

ございませんで、今後、先ほどの話じゃないですけれども、次回以降の交通

政策審議会において議題、審議のまな板にのせまして、審議の対象にしてま

いりたいとは思っております。以上です。 

９番議員 ぜひ、1人でも多くの方が利用できるように、ご検討いただきたいと思いま

す。 

そして、先ほども3番議員さんのほうから質問もありました、これからの免

許証の自主返納者がふえてくるというか、自主返納の問題ですが、返納した

ら不便だから返納をためらっている、そういう方もおられます。そういう方

も便利になるのが、今の制度の中ではタクシー利用助成事業なんじゃないか

なと私は思っています。先ほどの地域格差を解消するためにも、思い切った

提案をさせていただきます。1日どこへでも、何回でも、同じ金額で乗れる

タクシーの1日フリーパス券をつくってはどうかというご提案をさせていた

だきたいのですが、急な提案なのであれですが、いかがでしょうか。 

町  長 おもしろい提案だとは思いますけれども、やはり業者にお願いしているもの

であり、それがどういう効果が出るかというものを検証すべきだと思います
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ので、慎重に考えていきたいと思います。 

９番議員 初めて出した提案ですので、すぐに答えるということは難しいと思います

が、交通政策審議会の中で委員の方が、これからの町の交通政策を考えると

きの目的として、高齢者や障がい者の支援をどうするのかということが、ま

ず入っていないのはおかしいのではないかというふうな意見をされた方が

いました。町の全ての方がこの地域で生き生きと暮らしていける仕組みを行

政が積極的につくること、とりわけ足の問題はどうしても必要だと思いま

す。タクシーはやっぱり便利なんです。ドア・ツー・ドアですから、買い物

の量もふやせます。多少大きなものや重いものを買うこともできます。少々

天気の悪い日でも出かけることができます。最近では、タクシーの往来が頻

繁に見られるようになりました。いいことです。町の活性化にもつながりま

す。ぜひ積極的に検討していただきたいと思います。 

それでは、2つ目の質問に移ります。障がい者雇用についてということで、

以前、新井町長のときにも議論をしたことがあります。その後、状況は変わ

っているのか、少しそのときのやりとりを振り返らせてもらいながら質問を

させていただきます。通告書にも書きましたが、まず町職員の障がい者雇用

率は、そして民間はということですが、以前の質問では、役場については法

定雇用率2.3％が1人に満たないということで、雇用が確保されていないとい

うお答えでした。民間については把握していないというお答えでした。あれ

から、法定雇用率は0.2％ぐらい多分引き上げられて、さらに2021年3月まで

に0.1％引き上げられることも決まっているそうですが、現状はどのように

なっているか、お答えください。 

総務課長 お答え申し上げます。 

現在の町の障がい者の雇用につきましては、2名の方を雇用しております。

雇用率は1.92％ということになります。国が示す障がい者雇用の基準では、

国及び地方公共団体は2.5％ということに現在なっております。民間は2.2％

と。今、的埜議員おっしゃいました2021年に0.3％ではなくて、3年以内に

0.1％上がるというふうに私は調べた者から報告を受けているんですが、そ

ういうことだそうです。それで、2.5％に対して1.29％、低いわけではござ

いますけれども、これ毎年毎年、調査に来ておられるわけですけれども、こ

の範囲であれば許容範囲だということで指導はいただいているところでご

ざいます。以上です。 

９番議員 私の示した数字が若干間違っておりましたので、すいません、訂正いたしま

す。 
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以前聞いたときよりは大分ふえている、2名ふえたということで、2.5％には

達しないが、1.92％ということで今の現状報告していただきました。以前の

質問の最後に、ぜひハローワークやほかの機関との連携や、企業へ各種助成

制度の説明を呼びかけをしたり、町の相談窓口で就労先を紹介できるような

独自策を実施していただきたいこともお願いをしました。何か独自策として

されていることがあるでしょうか、お願いします。 

町民課長 障がいの方々ということでありまして、障害手帳、それから知的障がい、精

神障がい含めまして、手帳をお持ちの方は町の中で340名おられるわけでご

ざいます。ただ、障がいというものが、もちろん広くて、重い方、軽い方も

あるわけでございます。今、町のほうでは一般就労できる方、できない方お

られるんですけれども、各企業の経営の厳しさもあるんですが、なかなか一

般就労に結びついていかないという状態は拭えないところでございます。特

に、精神の方の雇用促進というのも力を入れてはいるんですけれども、なか

なか成果が上がってこない部分がありまして、車の免許とか通勤の問題と

か、ひきこもりの対策とか、なかなか成果は上がってはきてはおりませんけ

れども、個別にケース・バイ・ケースで、なるべく就労に向けてということ

で、相談支援、それから一般就労いきなりは難しい方については、「ポッポ」

とか「ひまわり」さんとか、そういうところを通じて日中活動を過ごしなが

ら働いていただいているといったところ、それとうちのほうの町で見ます

と、手帳を所持されている方で、農業を営まれて、出荷をされているという

ケースもかなりの人数おられるとは思っております。以上でございます。 

９番議員 町独自というにはちょっとあれかなと思うんですけれども、職業相談や相談

支援などもやっているということで、「ポッポ」や「ひまわり」の職業訓練

というのか、そういうことにも積極的に進めているというふうに捉えまし

た。今、町民課長言われたように、一般就労というのがね、なかなか難しい

と思います。私は、障がい者の賃金の一部を助成する制度はあるものの、多

分難しくて使いづらい制度なんじゃないかなというふうに思っています。ハ

ローワークを通してとかいうふうに書いてありますが、そもそも障がいを持

った方がハローワークに行くこと自体がやはり大変だと思います。ハローワ

ークでの手続というものを、役場を通してできるシステムというのは難しい

でしょうか、お願いします。 

町民課長 今、相談支援ということも申し上げましたが、直接相談に来ていただいてと

いうことであれば、力にはなれるようにはしているんですが、ご相談に来て

いただければ十分相談に乗るということで進めてまいります。お願いしま
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す。 

９番議員 直接相談に来た方には積極的に進めていただけるということで、やっぱりこ

ういうことも広く周知していただきたいなと思います。 

障害者基本法第18条では、国と都道府県、市町村は、障がいのある方が多様

な就業の機会を確保するよう努めるとともに、障がいのある方一人一人の特

性を考慮した職業相談、職業訓練などの施策をしなければならないとあり、

19条では、雇用の促進について、市町村は事業者における雇用を促進するた

め、障がいのある方の優先雇用やそのための法律や制度をつくらなければな

らないとうたっていますが、障がい者雇用のための施策、雇用の促進につい

て今後、考えて進めていただきたいなと思います。障がい者雇用の促進とし

てご提案させていただきたいのが、まず先ほどのハローワークの件です。や

はり障がい者にとっても雇用する側にとっても、大変煩わしい助成制度の申

請です。役場の窓口でできるシステムづくりをぜひ進めていただきたいとい

うことと、障がいによってさまざまな仕事の枠があると思います。先ほど町

民課長もお答えいただきましたが、単純な作業から力仕事、事務仕事、いろ

いろあると思います。少し時間はかかるけれども、できる仕事もあると思い

ます。農家の仕事ができる人もいると思います。小さな会社や事業者が積極

的に障がい者を雇用できるように、賃金の上乗せができるよう町が補助をす

るということができないか、その点伺いたいと思います。お願いします。 

町民課長 ちょっと検討してはいない段階になっておりますので、その辺の積極的な雇

用につながる賃金の面も含めまして、ちょっと対応する時間をいただきたい

かと思います。お願いします。 

９番議員 これも急な提案でございますので、ぜひ積極的に検討いただければと思いま

す。 

先ほど述べさせていただいた障害者基本法には、地方公共団体は、事業者に

対して必要な支援を行わなければならないとあります。賃金の上乗せもそう

ですが、障がい者が働きやすい環境づくりの支援、そういったことにも積極

的に取り組むことも必要なのではないでしょうか。例えば、事業所のバリア

フリー化に補助金を出すとか、環境整備を積極的に進める事業者に援助す

る、そういったことも考えられると思います。ぜひ、そのあたりも検討して

いただきたいなと思います。障がいを持った方が積極的に社会参加できるよ

うな施策を、ぜひ進めていただきたいと思います。前段のこともあわせまし

て、高齢者や障がい者が暮らしやすいまちづくりを進め、子育ても高齢者や

障がい者にもやさしい福祉の町小海町に進めていただきたいと思います。最
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後に、町長のお考えをお願いします。 

町  長 的埜さん仰せのとおり、行政というものは全ての皆さんに平等でなければい

けないというふうに考えております。その中に障がい者という言い方はちょ

っと失礼なんですが、どういった方に対しても平等で、そして元気になれる

小海町づくりは必ず必要だと思っていますので、係ともよく相談の上、推し

進めていきたいと思います。 

９番議員 先ほどもありましたが、ぜひ住民福祉の向上のために、いろいろ検討課題を

提案しましたが、ぜひ積極的に、前向きに進めていただきたいと思います。

これで私の一般質問を終わりにします。 

議  長 以上で第9番 的埜美香子議員の質問を終わります。 

4時15分まで休憩といたします。          （ときに16時05分） 

第６番 有坂 辰六 議員 

議  長 それでは、再開いたします。            （ときに16時15分） 

次に、第6番 有坂辰六議員の質問を許します。有坂辰六君。 

皆様にお諮りをいたします。会議は5時を回るかと思いますが、ご了承いた

だけますか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

６番議員 6番 有坂辰六です。通告に従いまして一般質問を行います。 

きょうの一般質問は、今回、全員協議会に提出されました町の長期振興5カ

年計画の策定に伴い、「今だから聞いておきたいこと」と題し、幾つかの質

問を行います。一般質問は久しぶりでして、少し盛り過ぎた面があり、時間

内におさまるか心配でありますが、質問が時間内におさまらない場合には、

切りのよいところで終了とさせていただきます。 

幾つかの質問は、本会議に提案として俎上に上げることが必定であり、内容

の詳細などについてはこれからの全員協議会などで審議を行うこととしま

して、今回は施策として反映させていただくか否かを町長にお聞きします。

まずは、中部横断自動車道に関して、横断道は小海町での政策インターの設

置と1キロメートルルート帯幅が示されていて、先月、環境アセスの説明会

が開かれるなど、事業が現実味を増してきました。これに関連し、佐久穂町

では、佐久南から八千穂高原インター間の計画段階から開通するまで、県に

職員を出向させ、役場庁舎内に室を設けて、専従の職員を置くなどの対応さ
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れたと聞いていますが、町は今後どのようになさるのか、そして町が主体的

に小海インターの設置場所や、それに伴う周辺整備の具体的な案があるのか

を伺います。 

町  長 私の町長としての役割の大きな1つの課題でもあります中部横断自動車道の

早期着工ということで、ただいま有坂議員から、隣の佐久穂町のことについ

て提案があり、そして私の考えということでございますが、佐久穂町の例は、

合併してすぐに建設課に1名の専属職員を配しました。平成19年か20年ごろ

地域活性化インターやアクセス道路の計画ができた段階で、高速道路係、係

長、係員、臨時職員の3名体制をつくり、県とＪＡ佐久浅間と協力し、用地

の交渉などや、みちの会、高速道路対策協議会の事務を担当しまして、その

際、職員の県や国への出向は特になかったそうですが、その後、アクセス道

路の工事が着工になった平成22年、23年ころ係はなくなり、建設課での兼務

体制となったようでございます。私とすれば、どういったことが佐久穂でよ

かったか、そして要らないこともあろうかと思います。効率のいいように進

めていきたいと思います。また、佐久市におきましては速やかに段階を踏ん

で工事にいったようでございますので、そういった例も参考にさせていただ

きたいと思います。また、1キロ帯になったということで、これはもうかな

り絞られてきているということで、我が町独自のインター、あるいは土地の

交渉、そして有効な道路になることを目指してやっていきたいと思います。

また、町から県等々への派遣につきましては、必要とあらば進めていきたい

と思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

６番議員 今の町長の必要とあればという答えですけれども、必要であろうかと思って

いますけれども、10年、15年のスパンの仕事でありますもんで、その基礎づ

くりをぜひ進めていただきたいということで。また、個人的な意見等々はま

たほかの機会で、町長のほうに話しさせていただきます。 

時間がありませんので、次に、憩うまちこうみ形成事業についてですが、さ

とゆめとの契約終了後のさとゆめとの関係は、今後どのようなかかわりにな

るのかをお聞きします。2月に行われた阿部知事を招いたシンポジウムで、

90歳以上200人の規模となったのは、さとゆめの力であり、今後、この事業

の推進には欠かせない存在であるという話も聞かれますが、町長の考えを伺

います。 

町  長 憩うまち事業につきましては、さとゆめの存在は大変大きなものがあると私

も思います。今の常勤で来ております小松さんが令和3年の3月までという契

約でございますけれども、さとゆめ、私もさとゆめの本社へ行き、そしてそ
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のビルの向かいが協会けんぽの建物だというようなこともありまして、協会

けんぽの理事長とも親しくやらせていただいたわけなんですけれども、今後

のことにつきましては、その小松さんを抜いてでもできる人材の育成、それ

は必ず必要だと思います。したがって、彼女がいつまでいるかということは、

会社の都合等々あると思いますけれども、それに見合ったものを育ててい

く、それが一番大切ではないかと思いますが、ほかのスタッフ等々を含めて、

さとゆめという会社はすごい広範囲の会社をご存じで、それでそういったこ

とを進める中で、我々もさとゆめに協力を求めなければいけない、あるいは

さとゆめが利用できる、そしてさとゆめを使うことによって小海の益になる

と、町民益になるという形のものが形成されれば、さらに契約を進めるとい

うような形でありますけれども、望むものは、ぜひ小海で自立したものの中

でやっていきたいとは思っております。 

６番議員 さとゆめさん、今、小松さんの話も出ましたけれども、さとゆめについては

あと1年ちょっとですか、の契約が残っていると。    か。いずれね、

そういう中で今進めているわけでしょうけれども、この憩うまちの事業で、

町の職員、現在、渉外戦略係ですか、の職員は、後でも言いますけれども、

駅前の活性化とかいろんな職務を兼ねておりまして、やっぱりこの憩うまち

こうみ事業というのは、フレーズとしては何十年も先の持続可能なまちづく

りということであって、専従する職員を加配する必要があろうかとは思いま

すけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

町  長 町がここにかかわらなくなるということはちょっと考えにくいものであり

まして、専門の職員を何名か置くということは必要不可欠だと思います。し

かし、セラピストとか、そこのスタッフは町民の皆様に参加していただき、

そして、かつ有料で働いていただくと、それを各企業の皆様に、小海のいい

ところをわかっていただく、リ・デザインセラピーという形で残していきた

いというふうに考えております。 

６番議員 いずれこの事業については、民間の会社と自治体が直接契約を行うというこ

とでありますもんで、やはりこの事業はですね、あれだけ大きな、阿部知事

を招いたりしてやっていて、もう引くに引けない状態になっていますもん

で、ぜひ自治体等との提携には細心の注意を払ってやっていただきたいとい

うことです。いずれこの事業は、地方創生推進交付金という事業であって、

今後の財源手当ての件や企業の受け入れ体制の構築、そして凸版印刷との話

なども幾つかありますもんで、まだまだ聞きたいこともありますけれども、

あと6個ありますもんで、ここら辺ですけれども、いずれにしろこのさとゆ
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めの件については、今後も議会としても、また個人としても今後も聞いてい

きたいということであります。 

次に、佐久大学信州短期大学との小海町との提携について伺います。この件

については、町長と佐久大学の盛岡理事長との間で話題となり、小海町は佐

久病院との関係もあり、医療、介護、福祉などが充実していますが、そこに

特養こうみの里が加わり、介護士の不足が顕著となっているとの話の中で、

信州短期大学の介護実習生をこうみの里で行ってはどうか、盛岡理事長よ

り、実習生の就職先は実習を行った施設に就職することが多いと、実習を行

うには佐久市から通わせることはできないので、それに対処する必要がある

との経緯がありました。この話が出てから既に半年以上が過ぎています。佐

久大学信州短期大学の来年度の予算や事業計画が確定してからでは遅過ぎ

であり、鷹野議長とも連携をしながら、本定例会の開会中であっても、佐久

大学とアポをとり、早急に協定を結ぶ必要があると思いますが、この件の経

緯とあわせて町長に伺います。 

町  長 まさに有坂議員おっしゃるとおりです。こうみの里の実習生の受け入れは、

介護福祉実習指導者という資格を持った方がおれば対応できるということ

で、それはこうみの里で用意していただくということになっております。ま

た、佐久からは通えないということで、来春完成の単身者住宅に一応2名と

いうことですので、応募が多ければシェアして2人で住んでいただいて、そ

こで実習をしていただくというような考えも持っております。それから、盛

岡理事長にも先般、そういった形の中で構築された話でございますので、私

のほうから、今ご指摘のとおり、早急に盛岡氏に連絡をとり、提携という形

に持っていけたらというふうに思っております。 

６番議員 この件については、この前段がありまして、佐久大学と小海高校との提携の

話が最初にありまして、そのときは教育委員会の方が佐久大学へ行って話を

してきたと。それで、その後、小海高校と佐久大学とは提携ができて、その

後の話でありますもんで、町長、今度は教育委員会ではなくて、副町長、総

務課長とか、庁内のほうでやって、それで具体的な中身を詰めていってです

ね、本当に早くやっていきたいと。先ほどシンデンの話がありましたけれど

も、それも1つの内容ということでありますが、そこはちょっと話が違いま

すもんで、早期着工して間に合うように、それでまた盛岡理事長ともその件

についてもやはり詰めていただきたいというふうに思っています。 

次に、ただいまの件と関連していますが、8月15日の信濃毎日新聞に長野県

の阿部知事と、県とベトナム政府との間で観光と介護人材の受け入れに関す
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る提携を行ったとの記事が載っていました。これからの日本人の介護人材は

慢性的に不足し、海外の人材に頼らざるを得ないのは明々白々であります。

特に、小海町は社会福祉協議会や医療、介護、福祉などの施設が多く、この

問題は避けて通ることができません。ベトナムは、川上村とも以前から交流

があり、南牧村も東南アジアとの交流が行われています。小海は控え目とい

うか、そういうことがないわけですけれども、これからはぜひ積極的にやっ

ていただきたいと。今回の阿部知事とベトナム政府との関係は、民間のブロ

ーカーとではなく、県と国の契約であり、問題が生じた場合には、県とベト

ナム側が解決を行うとの項目が盛り込まれています。町長は、この記事とベ

トナムに関心があるかどうか、伺います。 

町  長 ただいまのベトナムの皆さんということですが、川上村については相当交流

が深く、そして先日も10日間、村長はベトナムへ行っていたようでございま

す。そして、私も彼を通じてじゃないんですが、小海の大変お世話になって

いますシャトレーゼのほうから、駐日ベトナム社会主義共和国の特命全権大

使ヴー・ホン・ナムさんという方を紹介していただきました。つきましては、

内容につきましても、川上の村長おっしゃるのに、ベトナムが一番人間とし

て協力してもらうにはいいんじゃないかということも聞きました。それか

ら、阿部知事のベトナムに着眼したというところも、その辺ではないかと思

います。こういったものを生かせるよう、そして今、小海で農業に来ていた

だいている外国人の皆様もよく精査した中で、そしてこのヴー・ホン・ナム

さん、せっかく紹介していただきましたもんで、私としてもそういった広い

範囲の中で対応をしていきたいと思っています。 

６番議員 町長、この件については、この間の県の議会議員選挙ですか、そのときに川

上村の藤原村長とも町長話していたと。それで、いろんな町長も人脈がある

でしょうけれども、いずれにしろこの件は、それからも県議会議員選挙です

か、からも日にちがたっていますし、やはりこれもある程度スピードを持っ

て行っていかなければいけないんじゃないかなと思っています。町長に以

前、私から議員の視察研修でベトナムに行きたいから予算つけてくれという

ような話をしたことがあるんですが、覚えていませんか。そのときは「いい

ね」って言っていましたが、今もその思いは変わりはないですか。 

町  長 できることであれば、ぜひベトナムへ行って様子を見てきていただきたいと

思います。私も行けることであれば、実情を把握するためにも、川上の村長

は10日でしたけれども、私は1日半ぐらいで結構ですので、行ってみたいと

いう気持ちはあります。 
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６番議員 町長もそうでしょうけれども、今の件は議員の皆さんに聞いてみたいと思い

ます。覚えておいてくださいね。 

では、次に、小海駅に関して伺います。私は昨年、町の新年祝賀式の後、ヒ

ナタ商工会長と話をする機会がありました。小海駅を活性化するための1つ

の手段として、役場庁舎内にある初校会事務局を駅の2階に移転してはどう

かと話をしました。そのときは、ヒナタ会長は賛同してくれまして、商工会

で検討を行いたいと言っていました。商工会では、平成27年にヒナタ会長名

で小海駅を中心とした商店街まちづくりビジョンの提案がなされています。

それから今まで、この件は進捗がしてないわけであり、この間、小海駅から

職員がいなくなり、そしてことしはＪＡ小海駅前支所が撤退し、なおかつ佐

久病院駅前診療所も機能を縮小するとの話が出ています。時代の流れは刻々

と変化を遂げています。そろそろ町としても、商工会などと連携しながら、

駅及び駅前の整備事業の計画に着手する時期ではないかと考えますが、町長

の考えを伺います。 

町  長 まさにその時期と申しましょうか、最近の実情でございますけれども、アル

ルの2番目に広い店舗の床面積を持っておる呉服店が撤退し、よその店に入

ったということで、かなりの広い面積がここであいてしまったというのが実

情でございます。しかし、それをアルルのせいだとか、誰がいいとか悪いと

かの問題じゃなくて、あの地を活発にすることがまず必要ではないかと、元

気にすることが必要ではないかという、私は考えでございます。そして、Ｊ

Ａの小海支所も、こちらは11月1日から開店ということで今、急ピッチに仕

事を進めておりますが、10月いっぱいで撤退ということをＪＡのほうからは

聞いております。そういったものを全て把握してみますと、有坂議員のおっ

しゃる商工会を2階へという案、画期的だとは思いますが、まず商工会のほ

うの、いわゆる都合、行政のほうでそっちへ行けと言うわけにもいかない部

分がありますし、それから商工会長を中心とした意見等々あるようです。そ

して、私も商工会長とは親しい中でおる人間ではございますけれども、これ

は商工会と行政との話ということで、一線を引かせていただいているところ

でございますけれども、やはりきちっとした計画、要望を受けた中で進めて

いきたいと。それには、今の状況をしっかり把握したことが必要で、それか

らアドバイスも必要だと思います。ということで、中小企業診断士に今入っ

ていただいております。その結果も早々出るそうですので、そういったこと

を十分把握した中で、周辺の状況も含めまして、小海町の駅舎周辺が小海ら

しく元気になるようにという考えでございます。 
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６番議員 この件については、町長とも就任してからですかね、いろいろ話をしてきま

して、だから、基本的には町長おっしゃるとおり、商工会の件だと。要する

に町が、商工会から言われないのに、町がやってやる、そんな必要ないとい

う話をずっとしていましたけれども、それからもう約2年となると、ちょっ

と時間的なものが大分ロスしているんじゃないかなと思います。トイレの件

だとか、それからその跡地の件だとか、そういうこともいろいろありますも

んで、やはりいつまで、時間が  ねえとは言いませんけれども、いつまで

も、要するに商工会なり、また関係団体、関係者等々の意見を集約するのは

いいですけれども、それを聞いていることにより、刻々と状況は悪化してい

くということなもんですから、行政主導とまではいかないでしょうけれど

も、ある程度イニシアティブを持った形で進めていただきたいということで

あります。 

次に、移住定住促進事業について伺います。この件につきましては、資料請

求をしていますので、それをごらんいただいて話したいと思います。町が人

口減少を緩やかにするための施策として、移住定住促進事業を行っています

のは周知のとおりであります。特に、顕著な事業として土村栄町住宅と南町

住宅、そして本間大田団地の宅地造成を行ってきました。その結果を資料と

してお願いしたわけですが、現在、南町・栄町住宅は全戸埋まっており、大

田団地は19区画中16区画が埋まり、残りは3区画となっています。この施策

で、移住時の家族構成などにより、保育園、小学校、中学校などの児童数が

ふえて、また新たな新生児の誕生などとあわせて、当初の目的に十分寄与す

る結果となっていると考えています。今回提出されました長期振興計画の令

和2年度の住宅整備計画に調査費100万円が計上されていますが、それでは遅

過ぎであり、大田団地が完売する前に、新たな宅地造成を行う必要はあると

思います。提出されました資料への感想とあわせて、町長の考えを伺います。 

町  長 大田団地の造成の件につきましては、私も正直、あのような勢いで住宅がで

きていくということは予想しませんでした。しかし、今の状況を考えますと、

残りがあと3区画ということで、売れ始めると売れるもんだなということに

なろうかと思いますが、それについて人口増、子供の増、それから町にとっ

てはつくったところが売れて、家をつくって固定資産税を入れてもらうとい

うことは、もう最高の形になっていくかと思います。そして、中部横断自動

車道まで約5分ということで、今思えば最高の立地であるなというふうに考

えるところでございます。もう既に30分で、あそこから佐久市へ行けるとい

うことで、もう通勤範囲ではないかというふうに思います。あと3区画とい
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うことですが、鋭意努力して残りのないように、それを販売することは進め

ていきたいと思います。また、同じ本間の中で、ぜひ団地の造成をしてくだ

さいという意見もございます。そういった中のものは、土地の求め方もそう

時間はかからないと思いますけれども、今ご指摘の調査費を上げてまたやっ

ていくということがスピードに合わないというご意見もありますけれども、

売れたからいいやという形では全てがないと思います。そして、我々が進め

るということは、確実性、それから多少の冒険、それから住んでいただく皆

さんの幸せというようなことが積み重なったものがああいった形になろう

かと思います。それにつけても、大田団地がああいうふうな形で元気になり、

そして今、本当に活気のある場所であるんではないかということを思ってお

ります。建築の響きというものは、何より人を元気にするというふうに私は

考えておりまして、また、本間のあるいは土村の中でも馬流の中でも、どこ

か適地があればそういったことを、慎重かつ積極的に進めていきたいと思い

ます。 

６番議員 この資料を見ましても、栄町、南町、大田団地、ここだけで95、現時点で95、

今建設中のこともありますもんで、その数値はあれでしょうけれども、やは

り人口減少問題だとか、それから子育てだとか新生児、新入生が30名いたと

かね、南相木はあと2名だとかという話も聞きますけれども、こういう施策

が結果的にそれなりの成果が出ていると。今、本間で地域力があるというよ

うな話もありますけれども、いずれにしろ、来年度の調査費で100万円つけ

て、じゃあ、いつ、その新しいのが始まるんだといったら、これから1年も

過ぎてしまっていては、ある程度スピード感欠けているんじゃないかと。こ

れはまた改めて全協でもいいですから、話をしながら、町長の慎重だという

ことはわかりますけれども、ぜひ、今の前向きな答弁がありますもんで、進

めていただきたいと考えています。 

大分早くて、最後の質問になりました。議長、すいませんね。小海町の西の

玄関口との位置づけであるレストハウスふるさとの件ですが、皆さんが承知

のように、レストハウスふるさとの開店のセレモニーの際、私が挨拶で町長

に3つのお願いをし、そのとき町長は、全てを実行すると約束してくれたよ

うな気がします。1つは、財産区のカラマツが景観を損ねるとのことで伐採

をお願いし、2つ目は、レンゲツツジの群落をササが多くなっているもんで

再生してほしい。これについては、視察等々に行きますと、財産区の木は一

部、右側のほうはちょっと不満はありますけれども、やってあると。群落の

ほう、土のほうも大分傷んでいますけれども、ササですと、ササは何回か切
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ったり、刈ったりしていると小さくなるんですけれども、これも着手してい

ただいたと。ですが、残りの1つ、富士山を遠望でき、そして八ヶ岳、茂来

山、浅間山を眺望できるやぐらの建立をお願いしてあります。小海の新たな

誘客のシンボルとして、スカイツリーの約3倍となるタワーであり、浅間山

の雲海や富士山の展望など、小海町を訪れる人はもちろんのこと、写真愛好

家など媒体を通じて周知をさせ、小海町の新しい観光スポットとすることに

より、交流人口の増加にもつながるものと考えます。この場所はいろんな制

約もあるようですが、町長の不可能を可能にするというイメージがある中

で、町長の本領を存分に発揮して、「よし、やろうじゃないか」という言葉

を期待するところでありますが、町長の思いを伺います。 

町  長 先日、私はあの現場に、ちょっと形は不幸な形になってしまいましたが、5

時ちょっと過ぎに行きました。そして、そこで2人の写真家と会いまして、

雲海がずうっと開けて、浅間山が出て、そしてまだその上にもう1個雲があ

るというような、大変自然現象の中でも珍しく、そしてすばらしい写真が撮

れているということを写真家からお伺いいたしました。そして、その皆さん

だけではなく、そういったスポットになっているということを拝聴したわけ

ですが、有坂議員と乗りの中でもこれはいいことだなと私も痛感したわけな

んですけれども、国定公園内でありまして、そのことについてはいろんな制

約があるわけですが、前を通っている道路から20メーター離せということに

なっております。あのトイレがどうしてできたかは、ちょっと経過はわから

ないんですが、今のルールはそういうふうになっておりまして、20メートル

の部分をよく出してみるというのがまず1つでありまして、そこから高さは

13メートルまで大丈夫ですので、相当がっちりしたものができるように思い

ます。スカイツリーの何倍というような類じゃなくて、非常にすばらしい景

観になろうかと思います。まずは予算づけ、そして場所の選定等々、大変や

らなきゃいけないことはあるわけですが、あそこのオープン時に私が返事を

したという覚えはあります。したがって、そういった形の中のものは約束で

すので、鋭意進めていきたいというふうに考えております。規模あるいはも

ろもろの件については、まだまだ相談の余地があるかと思いますが、よろし

くお願いします。 

６番議員 さっき言ったいろいろ制約があると、これはいろいろ出ていますけれども、

役場の職員の皆さんは当然そういうものを重要視するわけであってですけ

れども、町長は職員ではありませんもんでね。できないことはできないじゃ

なくて、できないこともやるんだという思いで、それでまた職員の方も、だ
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めだというものが本当にだめだというのじゃなくて、いろいろルート、知恵

を使えば不可能も可能になるということでありますもんで、ぜひ頑張ってや

ってもらいたいと。できれば、そのツリーができるんなら、議員の間に行っ

てみたいなと思いますもんで、よろしくお願いします。きょう、ちょっと時

間がね、議長に頼んで早めてもらったんですけれども、時間内に終わりそう

なんですけれども、いずれ今、今回気がついて、7点ぐらいあったんですけ

れども、今、町長との話の中で難しいという話はなくて、やるんだという話

が多かったんじゃないかと。今後は、最初に述べましたけれども、これらの

件について、全員協議会等々で一つ一つ検証していきながら、進まないのは

進めるようにお願いしますし、進められないものはどうして進まないのかと

いう理由を聞きますし、これからは、この件についてはぜひ何回か話をさせ

ていただきたいと思います。これで私の質問を終わります。 

議  長 以上で第6番 有坂辰六議員の質問を終わります。 

○ 散    会 

議  長 以上で本定例会の一般質問は終了いたしました。 

なお、今後の予定といたしまして、あす10日午前10時から現地視察を行いま

す。視察箇所については、役場防犯カメラ、中学校の電子黒板、小海原太陽

光施設、大畑崩落現場、昼食を挟みまして、八岳の滝、上人沢へ行きます。

服装は通常の服装で、作業服と長靴を持参していただきたいと思います。時

間によりまして、その後、全員協議会を行います。 

これをもちまして本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

（ときに16時54分） 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １１ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月１３日 午前１０時１１分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月１３日 午前１０時１９分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さん大変ご苦労様でございます。本日臨時本会議を開催いたしましたの

は、理事者側より議案第３４号「小海町松原湖高原観光交流センターの設

置及び管理に関する条例」について訂正、差し替えの申し出があり、臨時

の会議要請がございましたので、先程議会運営委員会を開催致しまして臨

時本会議を決定いたしました。急なことで申し訳ございませんがこれより

臨時本会議を開催いたします。只今の出席議員数は 12 人であります。定

足数に達しておりますのでこれより本日の会議を開きます。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・会

計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○「町長あいさつ」 

議  長 まず、町長より挨拶をお願いします。 

黒澤町長。 

町  長 皆様おはようございます。この度はこちらの不手際により議員の皆様に

はお手数をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。昨日の総務

産業常任委員会で問題になりました、観光交流センターの条例改正につ

きましては、観光交流センター運営委員会でご審議頂いていない内容ま

で盛り込んでしまい、大変申し訳ありませんでした。本日その部分を削
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除した議案に差替えをお願いしたいということで本会議を開いていただ

くことになりましたので、何卒ご理解をいただきお取り計らいいただき

ますようお願い申し上げます。尚、削除した内容につきましては改めて

運営委員会での協議をいただく所存でございますのでご理解を頂きたい

と思います。 

また皆様にご報告が１点ございまして、昨日の朝礼後、８時３０分から

由井うららさん 18歳、上田高校 3年生、父は佐久総合病院小海分院の由

井ドクターでございます。申し上げます。モスクワにあるボリショイバ

レエアカデミーに来年 1 月から 3 年間留学するということで、小海から

世界へ発信する女性が出たということでご報告申し上げます。彼女は週

１．２回は土日も含めて 3 歳の時からバレエを始めていたそうです。夢

叶いまして世界№1 のボリショイアカデミーに入ることができたという

報告があり、明るい報告でありましたのでここで議員の皆様にもご報告

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

日程第１ 「議案第３４号 小海町松原湖高原観光交流センターの 

設置及び管理に関する条例」の訂正について」 

議  長 日程第 1、「議案第３４号 小海町松原湖高原観光交流センターの設置及

び管理に関する条例」の訂正についてを議題とします。 

観光交流センター所長に説明を求めます。 

(観光交流センター所長説明) 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

議  長 これで討論を終わります。お諮りします。ただ今町長からの申し出のと

おり、議案第３４号を訂正することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって、町長からの申し出のとおり、訂正す

ることに決定いたしました。 

○ 散   会 
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議  長 以上で本日の日程は終了といたします。 

この後ですね総務産業常任委員会を開催しますのでよろしくお願い致し 

ます。ご苦労様でした。             (ときに 10時 19分) 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １１ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月１３日 午後 １時１０分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月１３日 午後 １時２６分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 本日臨時本会議を開催いたしましたのは理事者側より令和元年度一般会

計補正予算第３号について訂正、差し替えがあるということで臨時の会議

要請がございましたので、先程議会運営委員会を開催致し臨時本会議を開

催となりました。急なことで申し訳ございませんがこれより臨時本会議を

開催いたします。只今の出席議員数は 12 人全員であります。定足数に達

しておりますのでこれより本日の会議を開きます。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・会

計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○「町長あいさつ」 

議  長 町長より挨拶をお願いします。黒澤町長。 

町  長 再三にわたる本会議の要請、大変申し訳なく思います。議員の皆様にお

かれましては大変お忙しい中ですが全員のご出席を賜り誠にありがとう

ございます。議案第３７号令和元年度小海町一般会計補正予算３号につ

いての訂正をお願いしたいということでございます。何卒ご理解をいた

だきお取り計らいいただきますよう申し上げ挨拶に代えさせていただき

ます。 



152 
 

日程第１ 「議案第３７号 令和元年度小海町一般会計 

補正予算（第３号）」の訂正について 

議  長 日程第 1、「議案第３７号 令和元年度小海町一般会計補正予算（第３号）」

の訂正についてを議題とします。 

副町長に説明を求めます。 

(副町長説明) 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

９番議員 ９番です、お願いします。私、質疑の中でどうしてシルバー人材の方に委

託するのかという質問をしました。わずか７％ということですが直接頼ん

だならシルバーじゃなくてもいいんじゃないかというような趣旨で質疑

致しました。そうしたところ総務課長から「税金の関係でということが… 

今はっきりは言えないが」という風なお答えをいただきました。一体税金

は誰にかかるのかと言ったところでも「今はわからない」と言って「また

後程答えます」という風に言われました。今朝、このペラですね一般的な

雇用の場合っていうのを配られました。これをみるとシルバー人材に委託

するよりも臨時賃金として雇用した方がかかるんだというような説明だ

と思うんですけれど、だからシルバーに委託するのかなという話なのかな

と思ったらまた賃金でということなんですけど、もう何がなんだかわから

ないんですけれどもう１度この説明をお願い致します。 

総務課長 質疑の中で税金がどうのこうのと言い始めましたがちょっとそれにつき

ましては私の思い違いの所もありましてお詫びして取り消させていただ

きたいと。今朝の副町長からの説明は一般的に臨時職員を雇った場合には

ご説明の通りシルバーへ委託するよりは若干経費が嵩みますという説明

だったんですが、今朝敏さんの方へ確認したところ保険についてはシルバ

ー人材センター時代の継続で保険は自分で掛けてるということで役場の

方で掛けていただく必要はないという話でしたので、一般的には役場で持

つべきものが実際には今朝敏さんが今払ってるということでその分役場

の方で支出をしなくても済むということで経費がシルバーへ委託するよ

りは安くできるということで差替えをお願いするところでございます。以

上です。 

９番議員 すいません。私ちょっと前の予算書とか見てないのでちょっとわからない

んですけど、以前、井上正隆さんとか雇用されたときはどういう風にした

のかすいません、その辺わかるようでしたらお願いします。 
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総務課長 はっきりと今分かりませんので調べてまたご報告いたします。 

９番議員 昨日の全協の中で係の善幸さんが…以前の説明で善幸さんがダメだとい

うことでこういう話になって、そのあとまた復帰できるっていう話も昨日

されましたけど、その後どうなるのかっていうところをもう１度はっきり

お願いします。 

総務課長 善幸君につきましては２か月の療養休暇ということで先般 1 ヶ月たった

ところで様子をお聞きしたいというところで役場の方へおいでいただい

て話をしました。本人は２か月後に復帰したいということで色々話をする

中で、やはり本人の中で色々な部分が吹っ切れていないというか立ち直れ

てない部分が垣間見られて、私どもの判断としましてこのまま同じところ

に復帰をさせたのでは今以上に悪化する可能性があるという判断で別の

部署へとりあえず復帰をさせて様子をみながら農林係の復帰を考えたい

という思いでおります。とりあえず予算の方は三か月しかお願いしてござ

いませんで、今の代わりに来ていただいている今朝敏さんについては１０

月一杯までの賃金しかとりあえず今日、この３号を通していただければと

りあえず１０月までは賃金がありますので、その後については本人の様子

を見ながら…またもし駄目のようであればまた賃金の補正を臨時議会等

お願いした中でとって対処をしていきたいと。ですからまだちょっとどう

なるかというのは未定でございます。以上です。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。よろしいですか。これで質疑を終わり

ます。これから討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

１番議員 

 

今回の議会、当初から非常に議運の方も困ってるんですけれどあまりに

も計画性もないし、なんでこうなるかなって非常に思っております。で

すので私はこの案については反対をしたいと思います。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。 

お諮りします。ただ今町長からの申し出のとおり、議案第３７号を訂正

することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、町長からの申し出のとおり、訂正す

ることに決定いたしました。 

○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程は終了といたします。 

予算決算常任委員会は、午後 1時 35分から行います。ご苦労様でした。                

(ときに 13時 26分) 
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令 和 元 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ２２ 日」 
＊ 開会年月日時  令和元年９月２４日 午後 ２時００分 
＊ 閉会年月日時  令和元年９月２４日 午後 ４時０４分 
＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 改めて皆さんこんにちは。今月 3日に開会致しました令和元年第 3回定例

会でありますが 22 日間という非常に長い期間審議、審査を続けて来られ

ましたけれど本日最終日となりました。本日は採決でありますが適切な判

断をお願いいたします。只今の出席議員は 12 人全員であります。定足数

に達しておりますのでこれから本日の会議を開きます。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程は、お手元に配布申し上げたとおりであります。 

日程第１ 「諸般の報告」 

議 長 日程第 1、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告は、議事日程つづりの 3ページ、4ページに申し上げて

ございますので、ご確認の程をお願いいたします。その他、報告事項の

ある方は、お願いいたします。 

議  長 以上で諸般の報告を終わります。 

日程第２ 「行政報告」 

議  長 日程第２｢行政報告｣を行います。 

町長から報告がありましたら、お願いいたします。 

町  長 皆さんこんにちは。本日最終日となりましたが 22日間に及ぶ第 3回定例
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会大変お疲れ様でした。本日はすべての議案について可決ご決定賜りま

すようお願いを申し上げます。それでは 3件についてご報告を致します。

今月１６日から大州地区を皮切りに各地区の敬老会が始まりました。当

町の高齢化率は現在 39.4％ということで間もなく 40％に達します。また

100 歳以上の皆様も 11 名おいでになるということで少し前までは 100 歳

以上の方がいるだけでも驚きましたが今は 11名もおいでになるというこ

とで、それだけ医療、福祉が充実してきた結果ではないかと思っている

ところであります。高齢化と共に様々な支援などが必要になってきます。

先般も議員の皆様方には納車になった移動販売車もご覧になっていただ

きましたが、今後ますますこういったサービスに対する需要が高まって

いくものと思われます。町としましてはこういったニーズを的確に捉え

高齢になっても住みやすい町であることを目指して取り組んでいきたい

と思います。2 点目としまして小海小学校のドッジボールチームが 9 月

16日に行われたらいちょうカップ in長野という大会で 8チーム参加の中

で 2 位になったということで 19 日に報告に来ていただきました。3 点目

としましてまた後程議員の皆様にもご案内申し上げますが、東京町人会

が 11 月 10 日に行われるということで案内が参りました。この日は防災

訓練を予定していたわけですが防災訓練は 9 日（土）に変更して行いま

すのでご了承いただきたいと思います。町長の報告は以上です。 

議  長 暑いようでしたら上着を脱いでいただいて結構です。他に行政報告があり

ましたらお願いいたします。 

     総務課長【佐久広域連合第３回定例会の報告】 

議  長 以上で行政報告を終わります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めたものは、町長・副町長・教育長・

会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○ 議案の上程 

議  長 それでは順次議案を上程いたします。 

日程第３ 「議員派遣の件」 

議  長 日程第３、「議員派遣の件」を上程します。事務局長に朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。お諮りいたします。 

議事日程つづりの５から８ページに申し上げたとおり、議員を派遣したい
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と思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 したがって、議事日程つづりの５～８ページに記

載のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

 

日程第４ 「承認第６号」 

 

議  長 日程第４、「承認第６号 令和元年度小海町一般会計補正予算（第 2 号）

について」を議題といたします。本案については、予算決算常任委員会に

付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

井出予算決算常任委員長。 

     （委員長報告―承認と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑は全員出席の委員会でございますので省略した

いと思います。これにご異議ございませんか。 

     （異議なし） 

議  長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから承認第６号を採決いたします。 

委員長の報告は承認であります。承認第６号を委員長報告のとおり、承

認することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって承認第２７号は委員長報告のとおり承

認する事に決定いたしました。 

 

日程第５ 「議案第２６号」 

 

議  長 日程第５、「議案第２６号 小海町道路線の変更について」を議題といた

します。本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、

委員長より審査結果の報告を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 
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これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２６号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２６号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって議案第２６号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第６ 「議案第２７号」 

 

議  長 日程第６、「議案第２７号 小海町印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。本案については、総務産

業常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求め

ます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２７号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２７号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２７号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第７ 「議案第２８号」 

 

議  長 日程第７、「議案第２８号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の制定について」を議題といたします。本案については、総務産業

常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めま
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す。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

     （委員会からの要望 1件） 

＜総務産業常任委員会からの要望事項＞ 

１．会計年度任用職員制度については、フルタイム職員、パートタイム職員等の具

体化にあたり、分かりやすい資料提出により進められたい。 

議  長 ただ今の総務産業常任委員会からの要望事項に対する町長の答弁を求め

ます。 

＜総務産業常任委員会からの要望事項に対する答弁＞ 

１．わかりやすい資料の提出をという要望を頂きましたが 12 月定例会には現在お勤

めの皆さんがどのような待遇になるのか、また新規に雇う皆さんについてはどの

ようになるかという具体的な資料を用意してご説明いたします。 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

10番議員 私は本案に反対する立場で討論をさせていただきます。本案、会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例でありますけれども地方公務員

法と地方自治法の改定により国のマニュアルによって行政側で準備され

てきたという風に認識しています。自治体職員は 1994 年の 328 万人をピ

ークとして 2006 年から 2016 年までに自治体正規職員は約 26 万人減少し

274万人となっています。非正規職員は約 21万人増え 64万人となりまし

た。正規職員が非正規職員に置き換えられていることがこの数字からも出

ていますけれども小海町でも非正規職員がこの間に増えて来ていると。特

に今思うところでは学校給食だとか保育園だとか学校の校使さんとかこ

ういった皆さんみんな非正規職員となってきております。全国の自治体で

行政コスト削減のため非正規化が進み任期の定めのない常勤職員を中心

とする公務運営の原則が崩されています。住民の暮らしに密着した仕事の

多くの部分をこれからは非正規職員に担わせることを正当化するという

方向となっていると私は思います。実際に審議の中で配られました資料を

見ますとパートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員

に分けられパートタイムでは若干時短で対応し今よりよくする、またフル

タイムの皆さんも国の基準の中でやっていくという説明がありました。安

倍政権は非正規を無くすと言いながらその中身は非正規という言葉を無
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くすという制度の改正になってきていると私は思います。こうした中で小

海町でもそうですけど段々と民営化、こういった方向が益々進んでくるだ

ろうと、町でも町営バスの関係や午前中の全協で色々話されました NPOの

関係などこういった方向が益々進められてくるという風に思います。そし

て私が本案に対して反対する最大の理由は町として実際にどうなるのか

というのは先程委員長も資料の提出を求めましたけれども、実際にはこう

いった具体的な資料を提出しながら今の非正規職員の皆さんがどのよう

になるのかというものを議会に示しながら審議を進めていくという手法

が私は本来の在り方であるという観点から本案に反対したいと思います。 

議  長 他に討論のある方は挙手をお願い致します。これで討論を終わります。

これから議案第２８号を採決いたします。委員長の報告は可決でありま

す。議案第２８号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の

挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって議案第２８号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第８ 「議案第２９号」 

 

議  長 日程第８、「議案第２９号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う条例の整備等に関する条例について」を議題といたし

ます。本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、委

員長より審査結果の報告を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２９号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２９号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

    （挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２９号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第９ 「議案第３０号」 

 

議  長 日程第９、「議案第３０号 小海町保育所条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。本案については、民生文教常任委員会に付託

してありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３０号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３０号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３０号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１０ 「議案第３１号」 

 

議  長 日程第１０、「議案第３１号 小海町保育の必要性の認定に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。本案については、民

生文教常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を

求めます。古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 
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議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３１号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３１号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３１号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１１ 「議案第３２号」 

 

議  長 日程第１１、「議案第３２号 小海町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。本案については、民生文教常任委員会に付託し

てありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。古谷民生文教常

任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３２号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３２号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第３２号は委員長報告のとおり可決する事に決定いたし

ました。 

 

日程第１２ 「議案第３３号」 
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議  長 日程第１２、「議案第３３号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。本案については、民生文教

常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めま

す。古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３３号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３３号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３３号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１３ 「議案第３４号」 

 

議  長 日程第１３、「議案第３４号 小海町松原湖高原観光交流センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたしま

す。本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、委員

長より審査結果の報告を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。３番井出幸実君。 

３番議員 ちょっと委員長にすみませんけど施行期日が１０月１日という風になっ

ているんですが今日は９月２４日ということで議会から町へ採択したと

いうことで送るのが１日と、3日以内ということだから明日送ると思うん

ですよ、で、町はそれを受けて 20日以内に告示行為をしなきゃならない

となっているんです。まぁそれも忙しいから明日するとして 9月 25日に

全部済んだとして後 10月 1日まで 6日しかないんです。その間について

本委員会の中で啓発行為が、知らしめる行為そのものが町としてどうい
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う風に議論したか、したらお聞かせいただきたいと思います。 

総務産業

委員長 

特に議論はしなかったわけです。中身についてだけ議論しましてその期

日についてはあまり議論しなかったという経緯であります。 

議長 これに対する町側の答弁を求めます。井出観光交流センター所長。 

観光交流

センター

所長 

お疲れ様でございます。お答え申し上げます。確かに本日決定して 3 番

議員さん言われる通り処理が始まるのが明日以降ということになってま

いります。間 6 日ということでございます。私どもとすれば八峰の湯の

ところでの広報、それから町の防災無線、それから当然ですけれども外

部向けにインターネット等の広報ということになって参ります。それで

対応していきたいという風に思っております。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３４号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３４号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３４号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１４ 「議案第３５号」 

 

議  長 日程第１４、「議案第３５号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題といたします。本案については、

総務産業常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告

を求めます。小池総務産業常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 
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議  長 これで討論を終わります。これから議案第３５号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３５号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３５号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第１５ 「議案第３６号」 

 

議  長 日程第１５、「議案第３６号 小海町消防団員の定員・任免・給与・服務

等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。本

案については、民生文教常任委員会に付託してありますので、委員長より

審査結果の報告を求めます。古谷民生文教常任委員長。 

     （委員長報告―可決と決定） 

     （委員会からの要望事項―１件） 

＜民生文教常任委員会からの要望事項＞ 

１．交通政策審議会についてより多くの町民の皆様からの意見を聞いて広い視野から 

新しい交通体系の審議を進められたい。 

議  長 ただ今の民生文教常任委員会からの要望事項に対する町長の答弁を求め

ます。 

＜民生文教常任委員会からの要望事項に対する答弁＞ 

１．ただ今のご要望につきましては審議は十分時間をかけて慎重に進め広く意見集約

をし町民の皆様の利益につながるよう努めて参ります。 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３６号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３６号を委員長報告のとおり、

可決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第３６号は委員長報告のとおり可決する事に決定いたし

ました。 

日程第１６～２３ 「議案第３７号～認定第５号」 

議  長 日程第１６、議案第３７号から日程第２３、認定第５号については一括

して議題としたします。本案については予算決算常任委員会に付託して

ありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

井出予算決算常任委員長。 

(委員長報告―可決・認定と決定) 

      （委員会からの要望事項―１件） 

〈予算決算常任委員会要望事項〉 

１．町の障がい福祉計画を作成し、計画に沿って障がい者福祉の事業実施を進められ

たい。 

議  長 委員長報告に対する質疑は全議員出席の委員会でございますので省略し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。只今の予算決算常任委員会からの要望事項に対す

る町長の答弁を求めます。 

〈予算決算常任委員会要望事項に対する答弁〉 

１．町の障がい福祉計画について議員の皆様に対し十分な説明を行った上で福祉行政

の方向性を確認し慎重な議論を進めて参ります。 

議  長 これより「議案第３７号 令和元年度小海町一般会計補正予算（第２号）

について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

10番井出薫君。 

10番議員 私は本案に対する討論として賛成の立場で討論をさせていただきますけ

れども本議会全般にわたっての意見も申し述べながら賛成討論とさせて

いただきたいと思います。まず私は 8月 20日の議会運営委員会で決めた

日程が本定例会の中で大きく決めた通りに動かなかったと、その大きな

原因がまず議案承認第 6 号専決の一般会計補正予算であります。またそ

の後議案の訂正ということで 3 件あり、安易なミスとそれから議案の提

案の中身の中での議会との意思不一致という部分でありいずれも行政側

が提案するにあたってしっかりとした準備をして臨んだかという点を見

たときに私は大きな問題があったという風に感じています。全員協議会

や議会運営委員会がたび重なり何回も何回も開かれて本議会が今日を迎
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えているという点としてはやはり行政側が議会に提案する車の両輪とし

て力を合わせてやっていくという点であれば行政としてのしっかりとし

た準備、説明、確信をもった提案をしていただきたい、このことを強く

求めていきたいと思います。本議会は去年の 6 月から黒澤新町長の下で

動いていますけれども議会定例会のたびに訂正案があったり様々な議論

の中で全員協議会がたびたび開かれるというような議会運営、行政運営

がされています。ここで改めて職員の皆さん、町長を先頭に身を引き締

めていただいて真に行政と議会が車の両輪として力を合わせてやってい

けるようなそういう運営をお互いに努力するということを強く要望しま

して本案を賛成と致したいと思います。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから

議案第３７号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３７号を委員長報告のとおり可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって議案第３７号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３８号 令和元年度小海町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３８号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３８を委員長報告のとおり可決

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３８号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３９号 令和元年度小海町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお

願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３９号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３９号を委員長報告のとおり可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３９号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第１号 平成３０年度小海町一般会計歳入歳出決算の認

定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第１号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第１号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって認定第１号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第２号 平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第２号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第２号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第２号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第３号 平成３０年度小海町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第３号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第３号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第３号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第４号 平成３０年度小海町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 
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     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第４号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。 

認定第４号を委員長報告のとおり認定することに賛成する方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第４号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第５号 平成３０年度小海町水道事業会計歳入歳出決算

の認定について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第５号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第５号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第５号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。ここで 3時 20分まで休憩と致します。 

（ときに 15時 05分） 

 

日程第２４ 「陳情第１０号」 

日程第２５ 「発議第 ６号」 

 

議  長 日程第２４、陳情第１０号、          （ときに 15時 20分） 

「米軍機の不法な低空飛行禁止を求める意見書の提出に関する陳情」と 

日程第２５、発議第６号 

「米軍機の不法な低空飛行禁止を求める意見書」については関連があり

ますので一括して議題といたします。陳情第１０号については総務産業

常任委員会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求め

ます。小池総務産業常任委員長。 

 (委員長報告―採択と決定) 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし) 

議  長 これで質疑を終わります。 
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これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

８番篠原義從君。 

８番議員 それでは反対の立場で討論をさせていただきます。前々から私は私の考

えを述べてきましたが日本には日米安全保障条約があり米軍が決められ

た管制区域を訓練飛行するのはやむを得ない行為であり米軍自衛隊に限

らず危険な任務につく隊員は日々の訓練が必要です。その訓練の成果が

出たのが佐久穂町の山林火災であります。ヘリコプターによる消火活動

は日頃の訓練の賜物だと確信しております。以上です。 

議  長 他に討論のある方はございますか。９番的埜美香子君。 

９番議員 ９番的埜美香子です。私は陳情第１０号米軍機の不法な低空飛行禁止を

求める意見書の提出に関する陳情について賛成の立場で討論致します。

この陳情理由にも述べられている通り米軍横田基地所属の C130輸送機２

機が５月３０日夕刻佐久地方を超低空で飛行し目撃者からは今まで見た

ことのない飛行に驚き不安、恐怖を訴える、そういう多くの声があがっ

たとされています。私もちょうど佐久穂から小海に向かう途中でこれを

目撃しました。本当にびっくりするくらい近かったです。この米軍機の

ちょうど撮影動画というものが千曲川の東西から同じ時刻の物が計２本

得られそれを共産党の長野県米軍機飛行調査団が８月１９日に両地点を

現地調査しこの調査団の依頼を受け低空飛行分析センターにより画像中

の指標物の位置などを実測しました。それによって測量解析調査の結果

が発表され米軍機輸送機は航空機に違反する飛行、高さですね、示して

航空法の最低安全高度 300mを下回ったと見られたという風にそれが明ら

かに日米合意に反すると調査報告が発表されました。２．３日前にも大

きな爆音がし低空飛行をしていました。私の息子はこんな近くで飛んで

いるのは初めて見たと、ロケット花火が当たるくらい近かったと言って

おりました。アメリカ軍用機事故は後を絶たない状況です。2010 年代に

入って日本における米軍用機事故は 2010 年代に入ってからだけでも 30

件近く起こっているわけです。ドクターヘリなどを運航している会社か

らもいきなり飛んで来られると対応できないので非常に危険ですと。そ

ういう声も上がっているそうです。私たちの生活を脅かすようなこのよ

うな低空飛行、飛行行為は本当に許されない行為です。米軍機は市街地

上空の飛行を避けること、米軍機が飛行する際は航空法及び日米合同委

員会合意事項を遵守すること、これを求め陳情に対しての賛成と致しま

す。 

議  長 他に討論のある方はございますか。２番渡辺均君。 
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２番議員 私も賛成の立場で討論致します。色々な案件ありますけれども今の反対

討論を聞いて１点だけ矛盾点をご指摘させていただきます。やむを得な

い行為である、これも 100 歩譲って理解しましょう。それから日々の訓

練の必要性も認めましょう。しかしこれらの訓練はアメリカ本国では市

街地上空を飛ぶことは一切禁止されておることなんです。それがなぜ日

本でできるのか。ここにアメリカ軍の日本に対するいわば日本ならやっ

てもいいんだ、本国ではやってはいけないんだというこういう差別がは

っきりあります。そのことだけを見ても米軍が違法に日本に駐留し超法

規的な行為として思うがままにふるまっていると、この現実は先の私、

提案の時にも言いましたけれどある面で相変わらず日本は占領軍に占領

されていると、真の独立はないんだということを示唆しているわけでし

てこのことをもってしても絶対賛成してはっきり意見を述べなければい

けないという風に思いまして私は賛成の意見を申し上げました。以上で

す。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから

陳情第１０号を採決いたします。委員長報告は、採択であります。陳情

第１０号を原案のとおり採択する事に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、陳情第１０号は原案のとおり採択す

ることに決定しました。 

議  長 事務局長に発議第６号の朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。提出者に提案理由の説明を求めます。 

第１０番 井出薫 君。 

     （提出者説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を

お願い致します。８番篠原義從君。 

８番議員 篠原です。この件に関しては米軍からも高度の発表もないし日本政府も

発表してないわけで信濃毎日新聞の記事からも推計とあるわけで、それ

をさも不法に行ったと断定的な言い方をするということは確たる証拠と

いいますかきちんとしたものを持っているのかどうかという… 

議  長 質疑ですか討論ですか。 

８番議員 ということを提出者にお聞きしたいです。 

１０番議員 陳情項目をよく読んでいただきたいんですけれども米軍機による飛行訓

練との情報を把握し事前に各自治体に提供することだと、これまで多く
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の平和団体や国民の皆さんが国に対してこういう努力を要請しているわ

けでありますけれども目立った対応はないと、それから在日米軍に次の

事項を守るよう強く求めることということで米軍機は市街地上空の飛行

を避けること、また米軍機が飛行する際は航空法及び日米合同委員会合

意事項を遵守することというのが陳情趣旨であります。私は国がきちん

と或いは県や市町村がしっかりとこういった対応をすれば岡山のこうい

ったセンターにお願いできなくも篠原議員言われるように本当に信用の

できる情報が国や米軍から出てくればいいわけでありますけれども中々

米軍も先程らい話ありましたように情報は出しませんし、国の方も法律

を守っている守っているということの一辺倒であり具体的な対応はされ

ないということであります。あくまでも推計でありますからそれは運動

をしている皆さんもそういうことを十二分に承知の上で皆さんに提案し

ているということでありますのでよろしくご理解の程お願いしたいと思

います。 

議  長 他に…８番篠原義從君。 

８番議員 まぁあくまでも推計であるということを認識してもらっていればそれで

いいです。以上です。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。これで質疑を終わります。これより

討論を行います。討論のある方は挙手をお願い致します。８番篠原義從

君。 

８番議員 私の反対討論は先程の陳情の時に述べました通りですのでよろしくお願

いします。 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから

発議第６号を採決します。提出者の説明の通り、発議第６号に賛成する

方の挙手を求めます。 

     （挙手多数） 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、発議第６号は原案のとおり可決され、

関係機関に提出することとします。 

議  長 次に各常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ閉会中の所管事務等

の調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとお

り、閉会中の所管事務等の調査に付することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉

会中の所管事務等の調査に付することに決定いたしました。 
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ここで町長より発言を求められておりますのでこれを許します。 

黒澤町長。 

町  長 本議会終了前に発言する機会を与えていただきましてありがとうござい

ます。ただ今はご提案申し上げた議案につきましていずれも可決認定を

賜りました。心から厚く御礼を申し上げます、ありがとうございました。

これから気を引き締め新たな気概を持ち予算執行、行政運営に努めて参

りますので議員各位におかれましては何卒引き続き暖かいご指導ご鞭撻

をよろしくお願い申し上げます。さて、今議会定例会でこちらの不手際

や間違い及び不適切な事項がいくつか指摘されました。その個々につき

ましてお時間をいただきまして謝罪すべきこと、反省すべきこと、今後

の教訓とすべきことにつきまして申し上げさせていただきます。全部で

５点について申し上げます。第１点はわたなべ通信の件についてでござ

います。これは前新井町長の時から具体的には昨年平成 30年 3月の第 18

号発行から錯誤箇所等を指摘させていただきその後、私になってからも

20 号から最新の 25 号まで毎回誤った箇所等についてその都度指摘をさ

せていただきました。渡辺議員さんとは何回か面談もし、わたなべ通信

の発行に際してはぜひ正確な情報に基づき記載をしていただきたいとそ

の都度お願いをさせていただきました。発行後に指摘されて訂正するこ

とがないようにしてもらう、またその努力をする姿勢が私には見られま

せんでした。これは何とかしなければいけないという思いの下、異例な

ことですが小海町広報 160 号で正しい情報を説明しますという記事を掲

載し、更にその記載分の費用を請求しました。そして 8 月 8 日付議会議

長名で議会から要望を賜りました。１．理事者側と議員個人の見解の相

違について広報で反論すべきでない。２．その広報に対する費用につい

て議員に請求すべきでない。３．公文書の取り扱いを含めてすべての行

政事務について慎重に進めること。以上の 3 点につきましては真摯に受

け止め、冷静に考えその通りであると認識を致しました。この件にはこ

ちらの冷静さを欠き軽率な行動により 9月 10日の新聞で極めて不適切な

行為と報道されました。今後の教訓として軽率な行為は厳に行わないこ

と、何か特別なことをする場合には管理職全員の意見を求め慎重に後先

を含めてより考えて事務執行をしていく、このことを私はしっかり肝に

命じ、特に事務方のトップ、まとめ役である総務課長には厳重に指示を

して実施して参ります。この問題は総務課長、副町長、私の 3 人で主に

対応をしました。この間のご指摘をいただきまして不適切な行為を行っ

てしまったということ、また 9月 10日以降謝罪の発表が遅れてしまった

ことを含めていずれもまずこの場におきまして心から深く反省を謝罪を
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申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。尚、渡辺議員さんと私

はまだ直接会って話をしておりませんので今後会う場を設けお話をさせ

ていただきたいと思っておりますのでぜひよろしくお願い申し上げま

す。2点目は議案等の差し替えについてでございます。国保特別会計で平

成 30年度繰越金確定額を令和元年の補正 1号に違った数値で計上してし

まいました。これにつきましては単純なミスですが担当者の認識不足、

複数チェック不足が原因で今後は２度と同じ過ちが起きないよう全職員

へ徹底して参ります。次に小海町松原湖高原観光交流センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、同センター運

営委員会に諮ってない内容を条例改正案に載せてしまったことですがこ

れにつきましては慎重さの欠如、チェック体制がなされていませんでし

た。今後は運営委員会に諮る際は条例改正案原案まで示すなどして再発

防止を徹底して参ります。次に補正第３号での農林係への業務委託の中、

臨時職員雇用の中につきましては委託料から賃金への訂正を差し替えを

お願いいたしました。今後は質疑に明確に答えられるよう基本的な根拠

を基にしたうえで予算計上をして参ります。３点目には防犯カメラ事業

の特別交付税申請につきましてでございます。県から財政係宛に１２月

７日付メールで１２月１４日までに提出の照会文書が来ました。事業費

は全額地域振興基金に充当して一般財源は０円の予算になっていたため

申請を諦めたわけですが、期間がないとはいえ基金ですので専決補正予

算を組み財源組み換えにより一般財源に戻し申請することは不可能では

なかったということのご指摘はその通りだと考えます。この点は深く反

省しお詫びを申し上げます。今後は財政担当及び担当事業担当者の特に

特別交付税のような緊急的に出されるものは常に高いアンテナを張り該

当になりそうなものすべて確保するぞという強い意欲を持ち仕事をする

ことを教訓としてその都度徹底して参ります。更に各課長等及び管理職

そして私も含め通知文及び新聞報道等で察知をし確認しなかった点、本

当に注意力が足りませんでした。今後はこれを教訓とし横の連携情報の

共有、通知文の回議等しっかり確実に実施し２度とこのような事態がお

こらないことを徹底して参ります。4点目は職員の発言や説明についてで

すが総括的に申し上げますと、発言や説明する際に内容には一貫性、計

画性を確保すること、もしその後変更等をする場合は速やかに説明、報

告等をし議会軽視と言われないよう最善の注意を払い仕事をしていくよ

う徹底して参ります。更に今回いただきましたご意見、ご指摘につきま

しては毎回実施してきておりますが課長等会議で議題にあげ個々に確認

をしました。また対応等を検討して参ります。5点目は障がい者福祉計画



174 
 

についてですが障がい者福祉関係の実態把握、対象者及びその関係者の

把握、その皆さんの要望等をまず把握しそれぞれに基づき関係する皆さ

んと協議を重ね今回のひまわり NPO 法人化、グループホームの建築の関

係、また各関係団体との連携も含め町全体の総合的な障がい者福祉施策

について計画を作成して参ります。早急に取り掛かりまして 12月議会ま

でには町障がい者福祉計画案をお示ししご意見をいただけるよう取り組

んで参ります。これは町民課長及び副町長を中心に確実に実施して参り

ます。以上 5 点につきまして申し上げました。町民福祉の向上、町を元

気にする、町を発展させるその為に私は他の欲はございません。誠心誠

意町の町政運営をして参ります。その為には職員が元気に積極的にやる

気をおこさなければなりません。何卒議会議員の皆様の引き続きの暖か

いご指摘、ご意見、ご指導賜りますようお願い申し上げ議会閉会にあた

り議員の皆様町民の皆様へのお詫びと決意とさせていただきます。 

議  長 黒澤町長より発言がありました。ここで議長として発言をお願い致しま

す。議員側から先程、10 番井出薫議員からも発言がありましたけれど今

定例会においては多くの議案が提出され審議をして参りましたがその提

出された議案に対して不適切な部分があり議案を修正する事態が生じま

した。3件の議案の訂正がなされ、その度に本会議を開催し承認をえなけ

ればならないような事態が発生致しました。また議案の審議、審査の過

程におきましても問題点も多くその指摘に対する十分な答弁も得られな

かったり説明に一貫性を欠いたり適切さにかける部分も見受けられまし

た。これにより議事日程も大幅な変更を余儀なくされました。過去に前

例のないような議会運営となったわけでありました。黒澤町長より反省

の弁がありましたが看過できないような事態であります。一方の見方に

よるとチェック機関としての議会の役割を発揮したと捉える面もあり議

会の存在意義が示された部分もありますが本定例会の一連の運営に対し

ては誠に遺憾に思うと言わざるを得ません。職員の皆様には職務の遂行

にあたり一生懸命に取り組んでこられたことは評価致しますし間違いは

誰しもあり得ることでありそれを責めるつもりはありませんがやはりこ

うした不十分な議案が議会に提出されることは何かが欠けていると言わ

ざるを得ません。それぞれの担当者が忙しいのはわかりますがやはり担

当者任せではなく課長を始めとした課内の十分な検討検証、そして役場

内の課長会議等において自分の担当課だけでなく組織的に検討を重ねた

上で上程されるような議案の提出を望むところであります。本定例会の

教訓を糧として今後の業務の推進の向上に邁進されることを期待する次

第であります。そして、執行部、理事者側も議会側もよりよい町づくり
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よりよい小海町を目指し力を合わせ協力をしあって行政の推進を望むと

ころであります。 

○ 散   会 

議  長 以上をもちまして本定例会に提案されました議案に対する審議は、すべ

て終了いたしました。これにて令和元年小海町議会第３回定例会を閉会

といたします。ご苦労様でした。 

(ときに 16時 04分) 

 
 


